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契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
（
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
）

�　

は
じ
め
に

　
﹁
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
（
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
）﹂）

1
（

は
、
二
〇
〇
九
年
�
二
月
�
八
日
以
後
に
締
結
さ
れ

た
契
約
に
対
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
以
外
の
Ｅ
Ｕ
構
成
国
に
お
い
て
、﹁
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
�
九
八
〇
年
条
約
（
ロ
ー
マ
条
約
）﹂）

2
（

に
代
わ
っ
て
適
用
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ロ
ー
マ
条
約
か
ら
の
変
更
点
の
う
ち
、
特
に
重
要
か
つ
興
味
深
い
点
に
絞
っ
て
検
討
す
る）

3
（

。

　
（
１
）　

規
則
化
の
利
点

　

条
約
を
規
則
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
主
な
利
点
は
、
欧
州
議
会
の
法
務
委
員
会
の
報
告
書）

4
（

が
規
則
化
を
支
持
す
る
理
由
と
し
て

挙
げ
た
以
下
の
諸
点
に
あ
る
。
ま
ず
、
規
則
は
、
条
約
よ
り
も
改
正
が
容
易）

5
（

で
あ
り）

6
（

、
新
構
成
国
に
お
い
て
も
迅
速
に
発
効
す
る
。
ま
た
、

欧
州
司
法
裁
判
所
に
対
す
る
先
行
判
決
の
申
立
が
可
能
で
あ
り
、﹁
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
並
び
に
裁
判
の
承
認
及
び
執

行
に
関
す
る
理
事
会
規
則
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
）﹂）

7
（

と
の
共
通
概
念
に
つ
い
て
統
�
し
た
判
断
も
得
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
条
約
の
実
施

は
国
内
立
法
に
よ
る
こ
と
が
必
要
な
国
が
多
い
の
に
対
し
て
、
規
則
は
直
接
に
効
力
を
生
じ
る
。

　
（
２
）　

解
釈
の
指
針

⒜　

欧
州
司
法
裁
判
所
の
先
行
判
決

　

欧
州
司
法
裁
判
所
の
先
行
判
決
が
あ
れ
ば
、
そ
の
解
釈
は
構
成
国
裁
判
所
を
拘
束
す
る
。
ロ
ー
マ
条
約
の
下
で
は
、
先
行
判
決
の
申
立
を

可
能
に
す
る
議
定
書）

8
（

が
�
九
八
八
年
に
作
成
さ
れ
た
が
、
ベ
ル
ギ
ー
の
批
准
が
遅
れ
、
二
〇
〇
四
年
に
な
る
ま
で
欧
州
司
法
裁
判
所
の
管
轄

は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
下
で
は
、
先
行
判
決
の
管
轄
は
当
然
に
認
め
ら
れ
る）

9
（

。
全
て
の
構
成
国
裁
判
所
は
、
係
属
し
た

二
六
五
六
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事
件
に
つ
い
て
判
決
す
る
た
め
に
解
決
の
必
要
な
解
釈
問
題
に
直
面
す
れ
ば
、
欧
州
司
法
裁
判
所
に
先
行
判
決
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
、

最
終
審
裁
判
所
の
場
合
に
は
申
立
て
義
務
が
あ
る）
₁₀
（

。

⒝　

公
式
報
告
書

　

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
に
は
、
ロ
ー
マ
条
約
に
と
っ
て
の
ジ
ュ
リ
ア
ノ
・
ラ
ガ
ー
ド
報
告
書）
₁₁
（

の
よ
う
な
公
式
報
告
書
は
な
い
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ

条
約
か
ら
本
質
的
な
変
更
が
な
い
条
文
に
つ
い
て
は
、
同
報
告
書
は
参
照
価
値
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
₁₂
（

。
た
だ
、
公
式
報
告
書

が
な
い
こ
と
で
解
釈
が
分
か
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
に
対
す
る
懸
念
は
あ
る）
₁₃
（

。

⒞　

前
文

　

公
式
報
告
書
が
な
い
分
、
ロ
ー
マ
条
約
に
比
べ
て
前
文
は
か
な
り
長
く
な
っ
て
い
る
。
欧
州
議
会
、
理
事
会
、
委
員
会
は
、
共
同
体
立
法

の
起
草
品
質
の
向
上
の
た
め
に
共
通
指
針
を
�
九
九
八
年
に
合
意
し
て
お
り）
₁₄
（

、
そ
れ
に
よ
る
と
、
前
文
は
、
主
要
な
規
定
の
立
法
理
由
を
記

載
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
規
範
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
三
も
の
公
式
言
語
が
存
在
す
る
た
め
、
欧
州
司
法

裁
判
所
は
文
理
解
釈
で
は
な
く
目
的
論
的
解
釈
を
と
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
り
、
前
文
は
立
法
目
的
を
記
載
す
る
も
の
と
し
て
参
照
価
値
が
高

い
。

二　

当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
あ
る
場
合
（
三
条
）

　
（
１
）　

非
国
家
法
・
条
約
の
選
択
可
能
性

二
六
五
七
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委
員
会
が
二
〇
〇
五
年
に
公
表
し
た
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
提
案
（
以
下
﹁
二
〇
〇
五
年
の
委
員
会
提
案
﹂）
に
は
、﹁
国
際
的
に
又
は
共
同
体

に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
契
約
実
質
法
の
規
則
及
び
原
則
﹂
を
契
約
当
事
者
が
準
拠
法
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
を
認
め
る
条
項
が
含
ま
れ
て
い

た
）
₁₅
（

。
提
案
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
案
は
当
事
者
自
治
を
更
に
強
化
す
る
た
め
の
も
の
で
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｔ
国
際
商
事
契
約
原
則
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
（P

E
C

L

）、
共
同
体
が
将
来
的
に
採
択
す
る
可
能
性
の
あ
る
法
原
則
を
準
拠
法
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
を
認
め
る
�

方
で
、
明
確
性
に
欠
け
るlex m

ercatoria

や
国
際
的
に
充
分
認
知
さ
れ
て
い
な
い
私
的
な
規
範
は
選
択
の
対
象
外
と
す
る
趣
旨
で
あ
っ

た
）
₁₆
（

。
提
案
の
背
景
に
は
、
非
国
家
法
を
準
拠
法
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
が
仲
裁
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た）
₁₇
（

。

　

こ
の
提
案
は
、
欧
州
議
会
に
好
意
的
に
受
け
と
め
ら
れ
た
が
、
理
事
会
の
反
対
に
遭
い）
₁₈
（

、
最
終
的
に
は
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
。
契
約
実
質

法
の
規
則
や
原
則
が
国
際
的
に
又
は
共
同
体
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
の
判
断
を
裁
判
所
が
行
う
の
は
不
適
当
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ

っ
た）
₁₉
（

ほ
か
、
当
事
者
の
選
択
に
供
さ
れ
る
共
同
体
の
契
約
実
質
法
が
形
成
さ
れ
て
行
く
可
能
性
に
対
し
て
�
部
の
構
成
国
の
警
戒
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る）
₂₀
（

。
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
次
の
二
つ
の
項
が
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
前
文
に
挿
入
さ
れ
た
。

　

前
文
�
三
項
は
、
非
国
家
法
や
条
約
を
実
質
法
的
指
定
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
明
の
こ
と
を
確
認
的
に
述

べ
た
に
過
ぎ
な
い
と
も
解
し
得
る
が
、
抵
触
法
的
指
定
を
認
め
な
い
趣
旨
で
あ
る
と
の
反
対
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る）
₂₁
（

。
ま
た
、
条
約
を
非
国

家
法
と
区
別
し
た
上
で
、
条
約
に
つ
い
て
ま
で
も
抵
触
法
的
指
定
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
解
も
あ

る
）
₂₂
（

。

　

前
文
�
四
項
は
、
契
約
実
質
法
の
規
則
を
共
同
体
が
採
択
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば）
₂₃
（

、
そ
の
中
で
当
事
者
が
そ
れ
を
選
択
で
き
る
と
規
定
す
る

こ
と
も
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
抵
触
法
的
指
定
を
意
味
す
る
の
か
実
質
法
的
指
定
を
意
味
す
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
表
現
が

使
わ
れ
て
い
る
。

二
六
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（
２
）　

黙
示
の
選
択
（
�
項
）

　

三
条
�
項
は
、﹁
契
約
は
、
当
事
者
の
選
択
し
た
法
が
準
拠
法
と
な
る
。
選
択
は
、
明
示
に
な
さ
れ
る
か
、
又
は
、
契
約
条
項
な
い
し
事

案
の
状
況
か
ら
確
実
に
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
は
、
選
択
に
よ
っ
て
、
契
約
の
全
体
の
準
拠
法
又
は
�
部
の
み
の
準
拠
法
を

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂）
₂₄
（

と
規
定
す
る
。

　

当
事
者
に
よ
る
黙
示
の
法
選
択
（
三
条
�
項
）
が
状
況
や
文
言
か
ら
ど
の
程
度
の
確
か
さ
で
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ

い
て
、
ロ
ー
マ
条
約
で
は
異
な
る
言
語
間
で
表
現
に
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た）
₂₅
（

が
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
に
近
づ
い
た
。
英
語
版

を
例
に
取
る
と
、
ロ
ー
マ
条
約
で
は
選
択
は
﹁
合
理
的
な
確
実
さ
で
（w

ith reasonable certainty

）﹂
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
₂₆
（

と
さ

れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
は
﹁
明
ら
か
に
（clearly

）
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂）
₂₇
（

と
表
現
が
変
更
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス

語
版
の
﹁
選
択
は
確
実
に
導
か
れ
る
（résulte[r] de façon certaine

）
も
の
で
あ
る
﹂）
₂₈
（

と
い
う
表
現
に
近
づ
い
た）
₂₉
（

。
な
お
、
前
文
�
二

項
は
、
構
成
国
裁
判
所
の
専
属
管
轄
合
意
の
存
在
が
黙
示
の
選
択
が
あ
っ
た
か
の
判
断
要
素
と
な
る
と
し
て
い
る）
₃₀
（

。

　
（
３
）　

純
粋
域
内
事
件
に
お
け
る
共
同
体
の
強
行
法
規
の
適
用
確
保
（
四
項
）

　

純
粋
に
内
国
的
な
事
件
に
お
い
て
、
当
該
国
の
強
行
法
規
は
、
当
事
者
の
外
国
法
の
選
択
に
よ
っ
て
も
適
用
を
排
除
で
き
な
い
と
す
る
規

定
は
、
ロ
ー
マ
条
約
か
ら
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
三
項
）。
同
項
は
、﹁
法
選
択
時
に
お
い
て
、
事
案
に
関
連
す
る
他
の
全

て
の
要
素
が
法
選
択
さ
れ
た
国
以
外
の
�
つ
の
国
に
所
在
す
る
場
合
、
そ
の
国
の
法
の
中
で
当
事
者
に
よ
る
別
段
の
合
意
の
許
さ
れ
な
い
規

定
は
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
に
よ
っ
て
も
適
用
を
妨
げ
ら
れ
な
い
﹂
と
規
定
す
る
。

　

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
は
、
純
粋
に
域
内
的
な
事
件
に
お
い
て
、
共
同
体
の
強
行
法
規
は
、
当
事
者
に
よ
る
域
外
国
法
の
選
択
に
よ
っ
て
も
適

用
を
排
除
で
き
な
い
と
す
る
規
定
（
三
条
四
項
）
が
新
設
さ
れ
た
。
同
項
は
、﹁
法
選
択
時
に
お
い
て
、
事
案
に
関
連
す
る
他
の
全
て
の
要

二
六
五
九
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素
が
�
又
は
二
以
上
の
構
成
国
に
所
在
す
る
場
合
、
共
同
体
法
（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
法
廷
地
国
で
あ
る
構
成
国
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
の
共
同
体
法
）
の
中
で
当
事
者
に
よ
る
別
段
の
合
意
の
許
さ
れ
な
い
規
定
は
、
当
事
者
に
よ
る
構
成
国
以
外
の
国
の
法
選
択
に
よ

っ
て
も
適
用
を
妨
げ
ら
れ
な
い
﹂
と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
高
い
次
元
で
達
成
さ
れ
た
域
内
の
法
的
統
合
に
鑑
み
て
、
国
内
の
強
行
法

規
の
回
避
を
防
ぐ
趣
旨
を
共
同
体
の
強
行
法
規
に
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
る）
₃₁
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
両
者
は
異
な
る
意
味
合
い
を
有
す
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
契
約
に
つ
い
て
当
事
者
自
治
を
認
め
る

根
拠
の
�
つ
は
、
複
数
の
法
域
が
関
係
す
る
状
況
に
お
い
て
法
的
確
実
性
を
確
保
す
る
手
段
を
当
事
者
に
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
純
粋
域
内

事
件
で
は
純
粋
内
国
事
件
と
異
な
り
複
数
の
法
制
度
が
関
係
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
状
況
で
の
強
行
法
規
の
適
用
は
、
当
事
者
自
治
の
制
約

の
持
つ
意
味
が
純
粋
内
国
事
件
以
上
に
大
き
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ロ
ー
マ
条
約
の
純
粋
内
国
事
件
に
関
す
る
規
定
は
注
目
す
べ
き
適
用

事
例
を
生
ま
な
か
っ
た
が
、
純
粋
域
内
事
件
で
当
事
者
が
域
外
国
法
を
選
択
す
る
事
案
は
頻
繁
に
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
る）
₃₂
（

。

三　

当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
（
四
条
）

　

四
条
は
、
本
稿
に
関
連
す
る
限
り
で
訳
出
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　

 ﹁
�
項　

第
三
条
に
し
た
が
っ
た
選
択
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
の
場
合
を
除
き
、
次
の
契
約
の
準
拠
法
は
以

下
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
ａ
号　

売
買
契
約
は
、
売
主
が
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
。

　
　
　
　

ｂ
号　

役
務
提
供
契
約
は
、
役
務
提
供
者
が
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
。

　
　
　
　
ｃ
号　
（
略
）

二
六
六
〇
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ｄ
号　
（
略
）

　
　
　
　
ｅ
号　

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
は
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
が
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
。

　
　
　
　

ｆ
号　

販
売
店
契
約
は
、
販
売
店
が
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
。

　
　
　
　
ｇ
号　
（
略
）

　
　
　
　

ｈ
号　
（
略
）

　
　

 

二
項　

第
�
項
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
契
約
や
、
第
�
項
に
掲
げ
ら
れ
た
契
約
の
複
数
の
要
素
を
内
包
す
る
契
約
は
、
そ
の
契
約
に
特

徴
的
な
給
付
を
行
う
当
事
者
が
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
。

　
　

 

三
項　

契
約
が
、
第
�
項
及
び
第
二
項
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
国
よ
り
も
他
の
国
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
当
該

事
案
の
全
事
情
か
ら
明
白
で
あ
る
場
合
、
当
該
他
の
国
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
。

　
　

 

四
項　

第
�
項
及
び
第
二
項
に
よ
っ
て
準
拠
法
が
決
定
で
き
な
い
場
合
、
当
該
契
約
が
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
国
の
法
が
準
拠
法

と
な
る
。﹂

　
（
１
）　

ロ
ー
マ
条
約
か
ら
の
変
更
点

　

当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
契
約
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
条
約
で
は
、
最
密
接
関
係
地
法
を
準
拠
法
と
し
つ
つ
、
特
徴
的
給
付
理
論
に

よ
る
最
密
接
関
係
地
の
推
定
規
定
を
置
い
て
い
た
（
四
条
�
項
、
二
項
、
五
項
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
は
、
ま
ず
、
�
定

の
契
約
類
型
に
つ
い
て
具
体
的
な
連
結
点
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
（
�
項
）。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
特
徴
的
給
付
理
論
と
は
異
な
る
連
結
政
策

の
も
の
も
含
ま
れ
る
。
次
に
、
�
項
に
よ
っ
て
準
拠
法
が
決
ま
ら
な
い
場
合
は
、
特
徴
的
給
付
理
論
に
よ
っ
て
準
拠
法
が
決
定
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
（
二
項
）。
�
項
及
び
二
項
は
、
実
際
上
は
多
く
の
場
合
に
最
密
接
関
係
地
法
を
指
し
示
す
で
あ
ろ
う
が
、
法
文
上
は
、
最

二
六
六
�
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密
接
関
係
地
の
推
定
の
た
め
の
規
定
で
は
な
く
、
準
拠
法
を
決
定
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
最
密
接
関
係
地
は
ロ
ー
マ
条

約
の
下
で
の
原
則
的
な
連
結
点
か
ら
、
例
外
的
・
補
充
的
な
連
結
点
に
降
格
し
た
。
�
項
や
二
項
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
地
に
比
べ
て
明
ら

か
に
よ
り
密
接
な
関
係
の
あ
る
地
が
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
に
は
最
密
接
関
係
地
法
が
準
拠
法
と
な
る
（
三
項
）
も
の
の
、
明
ら
か
に
よ

り
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
明
白
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
た
め
、
最
密
接
関
係
地
は
例
外
的
な
連
結
点
と
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
ま
た
、
最
密
接
関
係
地
は
、
�
項
や
二
項
の
下
で
準
拠
法
が
決
ま
ら
な
い
場
合
の
補
充
的
な
連
結
点
と
な
っ
て
い
る
（
四
項
）。

　
（
２
）　

契
約
類
型
ご
と
の
準
拠
法
の
決
定
（
�
項
）

　

四
条
�
項
は
、
典
型
的
な
契
約
類
型
の
中
か
ら
八
つ
を
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
連
結
点
を
設
定
し
て
い
る
。
具
体
的
な

連
結
点
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
徴
的
給
付
理
論
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
準
拠
法
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き）
₃₃
（

、
高
い
予
測
可
能
性
・

確
実
性
が
達
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
最
密
接
関
係
地
の
探
求
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
各
類
型
の
特
性
に
応
じ
た
連
結
政
策
を
採
用
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
列
挙
さ
れ
た
各
契
約
類
型
の
定
義
は
、
明
文
上
必
ず
し
も
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
構
成
国
法
か
ら
独
立
し
て
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る）
₃₄
（

。
本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
四
つ
の
類
型
に
つ
い
て
次
に
検
討
す
る
。

⒜　

売
買
契
約
（
ａ
号
）、
役
務
提
供
契
約
（
ｂ
号
）

　

当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
、
売
買
契
約
の
準
拠
法
は
売
主
の
常
居
所
地
法
で
あ
る
と
さ
れ
（
ａ
号
）、
役
務
提
供
契
約
の
準
拠

法
は
役
務
提
供
者
の
常
居
所
地
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
ｂ
号
）。
売
買
と
役
務
提
供
の
意
味
は
、
前
文
�
七
項
に
よ
る
と
、
ブ
リ
ュ
ッ

セ
ル
Ⅰ
規
則
五
条
の
下
で
の
同
概
念
と
同
じ
意
味
を
有
す
る
と
解
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
は
異
な
る
目
的
と
構
造
を
有
す

る
条
文
で
あ
る
の
で
、
同
じ
解
釈
を
完
全
に
貫
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う）
₃₅
（

。
例
え
ば
、
売
買
と
役
務
提
供
の
双
方
の
要
素
を
有
す
る
契

二
六
六
二
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約
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
の
下
で
は
、
い
ず
れ
の
要
素
が
契
約
を
特
徴
づ
け
る
か
に
よ
っ
て
売
買
契
約
と
役
務
提
供
契
約
の
い
ず
れ
か

に
分
類
さ
れ
る
が
、）
₃₆
（

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
下
で
は
、
�
項
に
列
挙
さ
れ
た
契
約
類
型
の
複
数
に
該
当
す
る
要
素
を
内
包
す
る
契
約
と
し
て
、
売

買
契
約
と
役
務
提
供
契
約
の
い
ず
れ
に
も
分
類
さ
れ
ず
、
二
項
の
下
で
特
徴
的
給
付
理
論
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

（i）　

売
買
契
約
（
ａ
号
）

　

製
造
物
供
給
契
約
は
、
買
主
が
材
料
を
提
供
せ
ず
、
売
主
が
目
的
物
の
品
質
及
び
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
責
任
を
引
き
受
け
る
内
容
と

な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
五
条
�
項
ｂ
号
第
�
文
の
売
買
契
約
に
該
当
す
る
と
し
た
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
が
あ

る
）
₃₇
（

。
金
融
商
品
や
知
的
財
産
な
ど
の
無
体
物
の
売
買
に
つ
い
て
は
、
先
例
が
な
く
、
た
と
え
本
号
の
売
買
契
約
に
該
当
し
な
い
と
し
て
も）
₃₈
（

、

二
項
の
下
で
特
徴
的
給
付
理
論
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
売
主
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
と
い
う
結
論
と
な
る
。

　

（ii）　

役
務
提
供
契
約
（
ｂ
号
）

　

欧
州
司
法
裁
判
所
の
先
行
判
決
に
は
、
知
的
財
産
権
の
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
つ
い
て
、
役
務
提
供
は
積
極
的
な
行
動
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
こ
ろ
、
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
の
知
的
財
産
権
使
用
に
異
議
を
唱
え
な
い
と
い
う
ラ
イ
セ
ン
サ
ー
の
行
為
は
そ
れ
に
当
た
ら
な
い
と
い
う

理
由
で
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
の
役
務
提
供
契
約
に
は
該
当
し
な
い
と
し
た
判
決）
₃₉
（

が
あ
る
が
、
役
務
提
供
契
約
の
定
義
づ
け
と
し
て
は
部

分
的
で
消
極
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る）
₄₀
（

。
な
お
、
代
理
店
契
約
が
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
五
条
の
役
務
提
供
契
約
で
あ
る
こ
と
を
前
提

と
し
た
先
行
判
決
が
あ
る
。）
₄₁
（

二
六
六
三
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⒝　

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
（
ｅ
号
）、
販
売
店
契
約
（
ｆ
号
）

　

こ
れ
ら
の
契
約
類
型
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
義
の
他
に
、
何
を
連
結
点
と
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　

（i）　

ロ
ー
マ
条
約
上
の
解
釈

　

こ
れ
ら
の
契
約
類
型
に
関
し
て
、
い
ず
れ
の
当
事
者
が
特
徴
的
給
付
を
な
す
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
。
販
売
店
契

約
に
関
し
て
は
、
販
売
は
物
の
供
給
が
な
い
か
ぎ
り
あ
り
え
な
い
の
で
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
特
徴
的
給
付
者
で
あ
る
と
の
見
解
と
、
販
売
店
契

約
の
重
心
は
販
売
に
あ
る
の
で
販
売
店
が
特
徴
的
給
付
者
で
あ
る
と
の
見
解
が
対
立
し
て
い
た）
₄₂
（

。
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
関
し
て
は
、
フ

ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
は
提
供
さ
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
形
態
を
再
現
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
特
徴
的
給
付
者
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
で
あ
る
と
の
見
解

と
、
販
売
店
契
約
で
販
売
店
の
給
付
を
特
徴
的
給
付
と
す
る
説
に
準
じ
て
特
徴
的
給
付
者
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
で
あ
る
と
の
見
解
が
対
立

し
て
い
た
ほ
か
、
特
徴
的
給
付
者
の
特
定
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
個
別
の
契
約
内
容
に
応
じ
て
最
密
接
関
係
地
法
を
認
定
し
て
い
く
べ
き
と

す
る
見
解
も
あ
っ
た）
₄₃
（

。

　

（ii）　

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
採
用
し
た
連
結
点

　

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
は
、
連
結
点
と
し
て
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
の
常
居
所
地
を
採
用
し
（
ｅ
号
）、
販

売
店
契
約
に
つ
い
て
は
販
売
店
の
常
居
所
地
を
採
用
し
た
（
ｆ
号
）。
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
、
特
徴
的
給
付
者
の
特
定
が
不
要
と
な
り
、

そ
の
点
に
起
因
す
る
不
確
実
さ
が
除
去
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ｅ
号
の
規
定
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
特
徴
的
給
付
者
は
フ
ラ
ン

チ
ャ
イ
ジ
ー
で
あ
る
と
い
う
立
法
判
断
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し）
₄₄
（

、
同
じ
く
、
ｆ
号
の
規
定
に
よ
っ
て
、
販
売
店
契
約
の
特
徴
的
給
付

者
は
販
売
店
で
あ
る
と
い
う
立
法
判
断
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
規
定
の
趣
旨
は
、
二
〇
〇
五
年
の
委
員
会
提
案
の
説
明
に

二
六
六
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よ
る
と）
₄₅
（

、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
・
販
売
店
を
弱
者
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る）
₄₆
（

。
現
実
に
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
で
は
、
明
示
に
フ
ラ
ン
チ

ャ
イ
ザ
ー
や
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
側
の
法
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
弱
者
保
護
を
よ
り
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
消
費
者
契

約
や
個
別
労
働
者
契
約
の
特
則
と
同
様
に
、
当
事
者
の
法
選
択
が
あ
る
場
合
も
手
当
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

（iii）　

定
義

　

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
・
販
売
店
契
約
の
定
義
は
、
明
文
で
な
さ
れ
て
お
ら
ず）
₄₇
（

、
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に

関
し
て
は
、
商
号
・
商
標
の
ラ
イ
セ
ン
ス
に
加
え
て
何
を
最
低
限
必
要
な
要
素
と
す
る
か
見
解
が
分
か
れ
得
る）
₄₈
（

。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ

ザ
ー
の
義
務
と
し
て
、
販
売
シ
ス
テ
ム
の
使
用
許
諾
や
営
業
指
導
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
の
義
務
と
し
て
、

加
盟
料
や
販
売
額
の
�
定
割
合
等
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
ー
の
支
払
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
な
ど
が
問
題
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
販
売
店
契
約
に
関
し
て
も
、
販
売
店
側
に
最
低
販
売
義
務
や
市
場
シ
ェ
ア
の
拡
大
義
務
が
な
い
場
合
で
も
販
売
店
契
約
と
な
り
う

る
の
か
な
ど
の
点
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
得
る）
₄₉
（

。

　
ｅ
号
・
ｆ
号
の
適
用
対
象
か
ら
外
れ
る
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
・
販
売
店
契
約
は
、
役
務
提
供
契
約
（
ｂ
号
）
と
し
て
役
務
提
供
者
の
常

居
所
地
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
か
、
二
項
の
下
で
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
当
事
者
の
常
居
所
地
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ

ら
の
者
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
や
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
ｅ
号
・
ｆ
号
の
適
用
を
受
け
る

場
合
と
結
論
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
類
型
の
定
義
は
実
務
上
重
要
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
契
約
類
型
も
、
前
述
し
た
と
お
り
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
及
び
販
売
店
を
弱
者
と
し
て
保
護
す
る
趣
旨
で
連
結
点
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
定
義
は
、
弱
者
保
護

と
い
う
趣
旨
を
反
映
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
り
、
例
え
ば
販
売
店
の
方
が
強
者
で
あ
る
販
売
店
契
約
は
適
用
対
象
外
と
な
る
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

二
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（
３
）　

特
徴
的
給
付
の
理
論
に
よ
る
準
拠
法
の
決
定
（
二
項
）

　

四
条
二
項
は
、
�
項
に
列
挙
さ
れ
た
類
型
に
該
当
し
な
い
契
約
や
、
�
項
に
列
挙
さ
れ
た
類
型
の
複
数
に
該
当
す
る
要
素
を
内
包
す
る
契

約
に
つ
い
て
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
者
の
常
居
所
地
法
が
準
拠
法
と
な
る
と
規
定
す
る
。

　

�
項
に
列
挙
さ
れ
た
類
型
に
該
当
し
な
い
契
約
に
は
、
賃
貸
借
契
約
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約）
₅₀
（

な
ど
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
₅₁
（

。
ラ
イ
セ
ン

ス
契
約
に
つ
い
て
は
、
金
銭
的
対
価
の
支
払
を
受
け
る
者
が
特
徴
的
給
付
者
で
あ
る
と
い
う
考
え
方）
₅₂
（

に
従
う
な
ら
ば
、
ラ
イ
セ
ン
サ
ー
が
特

徴
的
給
付
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ラ
イ
セ
ン
サ
ー
の
義
務
内
容
が
単
な
る
実
施
許
諾
で
、
反
面
、
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
が
実
施
義
務

を
負
う
場
合
な
ど
が
あ
っ
て
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
内
容
は
千
差
万
別
で
あ
る
の
で
、
特
徴
的
給
付
者
は
具
体
的
な
契
約
内
容
に
応
じ
て
決

ま
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う）
₅₃
（

。

　

�
項
に
列
挙
さ
れ
た
類
型
の
複
数
に
該
当
す
る
要
素
を
内
包
す
る
契
約
に
関
し
て
は
、
二
項
は
、
契
約
全
体
が
特
徴
的
給
付
理
論
に
よ
り

�
つ
の
準
拠
法
に
連
結
さ
れ
る
と
す
る
。
但
し
、
複
数
の
類
型
に
該
当
す
る
要
素
を
内
包
す
る
�
つ
の
契
約
な
の
か
、
複
数
の
契
約
な
の
か

を
区
別
す
る
基
準
は
明
ら
か
で
な
い）
₅₄
（

。
複
数
の
類
型
に
該
当
す
る
要
素
を
内
包
す
る
契
約
の
特
徴
的
給
付
は
、
前
文
�
九
項
に
よ
る
と
、
契

約
の
重
心
に
鑑
み
て
特
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
契
約
の
重
心
が
あ
る
要
素
に
つ
い
て
�
項
で
採
用
さ
れ
て
い
る
連
結
点
が
特
徴
的
給
付
の

理
論
に
基
づ
い
て
い
な
い
場
合
に
は
、
条
文
の
文
言
か
ら
は
離
れ
る
が
、
当
該
連
結
点
に
送
致
す
べ
き
と
す
る
説
が
あ
る）
₅₅
（

。
こ
の
説
に
従
え

ば
、
例
え
ば
、
売
買
が
不
可
分
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
の
要
素
に
重
心
が
あ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
端
的
に
�
項
ｅ
号
が
適
用
さ
れ
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
の
常
居
所
地
法
が
準
拠
法
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
項
の
文
言
に
従
う

な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
特
徴
的
給
付
者
（
こ
れ
は
解
釈
次
第
で
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
と
な
る
）
の
常
居
所
地
法
が
準
拠
法
と

な
る
。

二
六
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（
４
）　

最
密
接
関
係
地
法
の
適
用

　

四
条
三
項
は
、
�
項
や
二
項
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
地
に
比
べ
て
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
の
あ
る
地
が
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
に

は
、
最
密
接
関
係
地
法
が
準
拠
法
と
な
る
と
規
定
す
る
。
四
条
四
項
は
、
�
項
や
二
項
の
下
で
準
拠
法
が
決
ま
ら
な
い
場
合
に
は
、
最
密
接

関
係
地
法
が
準
拠
法
と
な
る
と
規
定
す
る
。

⒜　

明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
が
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
（
三
項
）

　

ロ
ー
マ
条
約
の
下
で
は
、
特
徴
的
給
付
理
論
に
よ
る
最
密
接
関
係
地
の
推
定
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
覆
る
の
か
に
つ
い
て
解
釈
が
統
�
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
締
約
国
の
判
例
に
は
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
明
白
な
場
合
に
限
る
も
の
が
あ
る
�
方
で
、
よ
り
広
範
に
推
定
を
覆
す
こ

と
を
認
め
る
も
の
や
、
さ
ら
に
は
推
定
規
定
を
無
視
し
て
直
接
に
最
密
接
関
係
地
法
を
認
定
す
る
も
の
も
あ
っ
た）
₅₆
（

。
二
〇
〇
九
年
に
下
さ
れ

た
ロ
ー
マ
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
最
初
の
先
行
判
決
で
は
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
明
白
な
場
合
、
推
定
は
覆
る
と
判
示

さ
れ
た）
₅₇
（

。

　

二
〇
〇
五
年
の
委
員
会
提
案
は
、
�
項
及
び
二
項
で
指
定
さ
れ
た
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
地
が
あ
っ
て
も
、
最
密
接
関
係
地
法

に
よ
る
こ
と
と
は
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た）
₅₈
（

。
し
か
し
、
柔
軟
性
が
失
わ
れ
て
妥
当
で
な
い
結
論
が
導
か
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
た
め）
₅₉
（

、
こ
の
案
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

最
終
的
に
は
、
�
項
又
は
二
項
で
指
定
さ
れ
る
地
よ
り
も
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
が
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
に
最
密
接

関
係
地
に
連
結
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ロ
ー
マ
条
約
と
異
な
り
、﹁
明
ら
か
に
﹂、﹁
明
白
な
﹂
の
語
が
挿
入
さ
れ
た）
₆₀
（

。
例
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン

の
土
地
の
売
買
契
約
で
は
、
�
項
ｃ
号
は
土
地
の
所
在
地
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
を
指
し
示
す
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
間
の
契
約
で
あ

二
六
六
七
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る
な
ど
と
い
う
事
情
が
あ
り
、事
案
全
体
を
見
れ
ば
ド
イ
ツ
が
ス
ペ
イ
ン
に
比
べ
て
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
の
あ
る
地
で
あ
る
な
ら
ば
、

三
項
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
法
が
準
拠
法
と
な
る）
₆₁
（

。

　

前
文
二
〇
項
は
、
密
接
関
係
性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
密
接
に
関
係
し
た
他
の
契
約
が
あ
る
か
も
考
慮
要
素
と
な
る
と
し
て
い
る
。
四

条
二
項
の
解
説
に
お
い
て
、
複
数
の
類
型
に
該
当
す
る
要
素
を
内
包
す
る
�
つ
の
契
約
な
の
か
、
複
数
の
契
約
な
の
か
を
区
別
す
る
基
準
が

明
ら
か
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
複
数
の
契
約
で
あ
る
と
さ
れ
て
も
、
三
項
の
下
で
、
密
接
に
関
係
し
た
他
の
契
約
の
存
在
も
踏
ま
え

つ
つ
、
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
が
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
に
は
最
密
接
関
係
地
法
に
よ
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
複
数
の
類

型
に
該
当
す
る
要
素
を
内
包
す
る
�
つ
の
契
約
で
あ
る
と
し
て
処
理
し
た
場
合
と
結
論
は
同
じ
に
な
る
可
能
性
が
大
き
い
。

⒝　

一
項
や
二
項
の
下
で
準
拠
法
が
決
ま
ら
な
い
場
合
（
四
項
）

　

�
項
や
二
項
の
下
で
準
拠
法
が
決
ま
ら
な
い
場
合
と
は
、
�
項
に
列
挙
さ
れ
た
類
型
に
該
当
せ
ず
、
二
項
の
下
で
の
特
徴
的
給
付
の
認
定

も
で
き
な
い
契
約
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
を
意
味
す
る
。
交
換
契
約
の
ほ
か
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
契
約
の
よ
う
な
複
雑
な
契

約
に
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る）
₆₂
（

。
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
も
、
複
雑
な
も
の
は
こ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る）
₆₃
（

。
本
項
で
連
結
点
と
さ
れ
て

い
る
最
密
接
関
係
地
は
、
三
項
の
適
用
場
面
と
異
な
り
、
契
約
に
関
係
す
る
他
の
地
と
比
べ
て
関
係
が
少
し
で
も
よ
り
密
接
で
あ
れ
ば
足
り

る
。

　
（
５
）　

分
割
指
定

　

ロ
ー
マ
条
約
で
は
、
�
つ
の
契
約
の
分
離
可
能
な
構
成
部
分
に
つ
い
て
、
分
割
指
定
が
例
外
的
に）
₆₄
（

認
め
ら
れ
て
い
た
（
四
条
�
項
後
段
）。

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
は
、
当
事
者
が
法
選
択
す
る
場
合
に
は
分
割
指
定
が
引
続
き
認
め
ら
れ
て
い
る
（
三
条
�
項
）
の
に
対
し
て
、
当
事
者
に

二
六
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よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
に
は
、
分
割
指
定
を
認
め
る
規
定
が
な
く
な
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
前
文
に
説
明
は
な
い
。
前
述
し
た
と
お

り
、
四
条
�
項
に
列
挙
さ
れ
た
類
型
の
複
数
に
該
当
す
る
要
素
を
内
包
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
二
項
の
下
で
契
約
全
体
が
�
つ
の
準
拠
法

に
連
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
根
拠
に
、
当
事
者
の
法
選
択
が
な
い
場
合
に
は
、
分
割
指
定
は
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
解

す
る
説
が
あ
る）
₆₅
（

。
四　

消
費
者
契
約
の
特
則
（
六
条
）

　
（
１
）　

採
択
さ
れ
な
か
っ
た
二
〇
〇
五
年
の
委
員
会
提
案

⒜　

当
事
者
自
治
の
否
定

　

ロ
ー
マ
条
約
の
下
で
は
、
消
費
者
契
約
の
当
事
者
が
準
拠
法
を
選
択
し
て
い
る
場
合
で
も
、
消
費
者
の
常
居
所
地
法
の
中
の
消
費
者
保
護

の
た
め
の
強
行
法
規
が
累
積
適
用
さ
れ
る）
₆₆
（

こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
五
条
二
項
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
〇
五
年
の
委
員
会
提
案
は
、
当
事

者
自
治
を
認
め
ず
、
全
て
の
消
費
者
契
約
に
対
し
て
消
費
者
の
常
居
所
地
法
の
み
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た）
₆₇
（

。
消
費
者
の
請
求

が
�
般
に
少
額
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
累
積
適
用
の
た
め
に
手
続
上
の
費
用
が
か
さ
む
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
の
が
提
案
理
由
と
な

っ
て
い
た）
₆₈
（

。
当
事
者
自
治
は
消
費
者
契
約
に
お
い
て
は
実
際
に
は
事
業
者
に
よ
る
法
選
択
の
自
由
を
意
味
す
る
の
で
、
こ
の
提
案
は
事
業
者

団
体
か
ら
の
反
対
に
遭
っ
た
。
特
に
、
電
子
商
取
引
な
ど
に
よ
り
複
数
国
で
取
引
を
行
う
事
業
者
は
、
消
費
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
常
居
所
地
に

合
わ
せ
た
契
約
条
項
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
特
に
中
小
企
業
に
と
っ
て
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
構
成
国
の
う
ち

小
国
は
、電
子
商
取
引
市
場
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た）
₆₉
（

。
最
終
的
に
、委
員
会
提
案
は
採
択
さ
れ
ず
、当
事
者
自
治
が
残
っ
た
（
六

条
二
項
）。

二
六
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し
か
し
、
こ
の
委
員
会
提
案
は
、
冷
静
に
考
え
る
と
、
む
し
ろ
事
業
者
に
有
利
な
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
ー
マ

条
約
の
下
で
は
、
当
事
者
の
選
択
し
た
法
と
消
費
者
の
常
居
所
地
の
強
行
法
規
の
双
方
で
用
意
さ
れ
て
い
る
保
護
を
消
費
者
は
受
け
る
が
、

委
員
会
提
案
に
よ
れ
ば
、
消
費
者
の
常
居
所
地
法
の
保
護
し
か
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る）
₇₀
（

。
確
か
に
、
複
数
国
の
消
費
者
と

契
約
を
結
ぶ
事
業
者
は
、
委
員
会
提
案
の
下
で
は
消
費
者
の
常
居
所
地
ご
と
に
異
な
る
任
意
法
規
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
任

意
法
規
に
関
す
る
限
り
、
詳
細
な
契
約
条
項
を
雛
形
と
し
て
用
意
し
て
お
け
ば
、
消
費
者
の
常
居
所
地
ご
と
に
契
約
の
内
容
を
変
え
る
必
要

は
な
い
か
ら
、
さ
ほ
ど
不
都
合
は
な
い
と
思
わ
れ
る）
₇₁
（

。

⒝　

構
成
国
に
常
居
所
を
有
す
る
消
費
者
へ
の
適
用
限
定

　

二
〇
〇
五
年
の
委
員
会
提
案
に
は
、
消
費
者
契
約
の
特
則
の
適
用
対
象
を
構
成
国
に
常
居
所
を
有
す
る
消
費
者
に
限
定
す
る
と
い
う
案
も

含
ま
れ
て
い
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
複
数
国
の
消
費
者
と
契
約
関
係
に
立
つ
事
業
者
が
特
則
に
対
し
て
有
す
る
懸
念
を
和
ら
げ
る

趣
旨
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る）
₇₂
（

。
し
か
し
、
差
別
的
で
あ
る
と
し
て
国
際
私
法
専
門
家
か
ら
激
し
い
批
判
が
あ
っ
た
と
さ
れ）
₇₃
（

、
こ
の
案
も
採
択

さ
れ
な
か
っ
た
。

　
（
２
）　

適
用
基
準

　

消
費
者
契
約
の
特
則
は
、
ロ
ー
マ
条
約
で
は
、
物
品
提
供
契
約
、
役
務
提
供
契
約
、
そ
れ
ら
を
目
的
と
す
る
信
用
供
与
契
約
に
適
用
が
限

定
さ
れ
て
い
た
（
五
条
�
項
）。
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
は
、
�
定
の
契
約
類
型
に
適
用
を
限
定
す
る
規
定
は
な
く
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
購
入
契
約
が
物
品
提
供
契
約
に
当
た
る
か
と
い
う
よ
う
な
ロ
ー
マ
条
約
の
下
で
存
在
し
て
い
た
論
点
が
消
え

た
。
し
か
し
、
若
干
の
契
約
類
型
に
つ
い
て
は
適
用
除
外
が
規
定
さ
れ
（
六
条
四
項
）、
例
え
ば
、
役
務
提
供
契
約
で
、
消
費
者
の
常
居
所

二
六
七
〇
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地
国
以
外
の
国
に
お
い
て
の
み
役
務
提
供
が
な
さ
れ
る
も
の
に
は
、
消
費
者
契
約
の
特
則
が
適
用
さ
れ
な
い
（
ａ
号
）。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
条

約
五
条
四
項
ｂ
号
か
ら
引
き
継
が
れ
た
規
定
で
あ
る
が
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
に
は
対
応
す
る
規
定
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
契
約
は
、
宿

泊
契
約
や
言
語
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
講
座
受
講
契
約
に
多
い
。
消
費
者
が
自
ら
の
常
居
所
地
国
に
お
い
て
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の

通
信
手
段
を
用
い
て
隔
地
的
に
役
務
提
供
を
受
け
る
契
約
（
電
話
相
談
を
受
け
る
契
約
や
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
利
用
契
約
な
ど
）

の
場
合
、
消
費
者
が
役
務
を
受
け
る
地
も
役
務
提
供
地
と
み
な
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
が
、
肯
定
的
に
解
す
る
説
が
あ
る）
₇₄
（

。

　

ロ
ー
マ
条
約
は
、
消
費
者
契
約
の
特
則
の
適
用
基
準
と
し
て
、
契
約
締
結
に
至
る
ま
で
の
消
費
者
の
行
為
地
に
も
着
目
す
る
基
準
を
採
用

し
て
い
た
（
五
条
二
項
参
照
）。
例
え
ば
、
消
費
者
が
自
発
的
に
自
己
の
常
居
所
地
以
外
の
国
に
赴
い
て
売
買
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、

消
費
者
契
約
の
特
則
は
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
た
。
委
員
会
の
二
〇
〇
三
年
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
は
、
ロ
ー
マ
条
約
や
﹁
民
事
及
び
商
事
に

関
す
る
管
轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
�
九
六
八
年
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
﹂
）
₇₅
（

に
採
用
さ
れ
て
い
た
適
用
基
準
は
、
消
費
者
の
視
点
に
立
つ

も
の
で
あ
り
、
契
約
締
結
に
至
る
ま
で
の
行
為
地
を
確
定
す
る
手
法
は
、
有
料
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
新
し
い
隔
地
的
取
引
技

術
の
時
代
に
は
適
応
し
に
く
い）
₇₆
（

と
述
べ
、
事
業
者
の
活
動
に
着
目
す
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
の
適
用
基
準
を
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
に
も
採
用
す

る
代
案
を
示
し
た）
₇₇
（

。

　

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
は
、
こ
の
案
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
契
約
締
結
に
至
る
ま
で
の
消
費
者
の
行
為
地
に
着
目
す
る
適
用
基
準
は
採
用
せ
ず
、

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
の
適
用
基
準
（
�
五
条
�
項
ｃ
号
）
と
整
合
性
を
と
り
、
事
業
者
が
消
費
者
の
常
居
所
地
国
に
お
い
て
事
業
活
動
を

遂
行
し
て
い
る
か
、
又
は
、
同
国
も
し
く
は
同
国
を
含
む
複
数
国
に
事
業
活
動
を
振
り
向
け
て
お
り
、
か
つ
、
契
約
が
当
該
活
動
の
範
囲
に

入
っ
て
い
る
こ
と
と
い
う
新
た
な
適
用
基
準
が
採
用
さ
れ
た
（
六
条
�
項
但
書
））
₇₈
（

。
六
条
�
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　

 ﹁
第
五
条
及
び
第
七
条
の
場
合
を
除
き
、
自
ら
の
事
業
活
動
以
外
の
目
的
で
行
為
す
る
自
然
人
（
消
費
者
）
に
よ
っ
て
、
事
業
活
動
の

た
め
に
行
為
す
る
他
の
者
（
事
業
者
）
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
は
、
消
費
者
が
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
。
但

二
六
七
�
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し
、
事
業
者
が
、

　
　

⒜
消
費
者
が
常
居
所
を
有
す
る
国
に
お
い
て
事
業
活
動
を
遂
行
し
て
い
る
か
、

　
　

 

⒝
い
か
な
る
方
法
で
あ
れ
、
消
費
者
が
常
居
所
を
有
す
る
国
又
は
そ
の
国
を
含
む
複
数
の
国
に
事
業
活
動
を
振
り
向
け
て
お
り
、

　
　

か
つ
、
当
該
契
約
が
当
該
事
業
活
動
の
範
囲
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹂

　

前
文
二
四
項
は
、
事
業
活
動
を
振
り
向
け
て
い
る
と
い
う
適
用
基
準
は
、
そ
の
解
釈
に
お
い
て
も
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
と
の
整
合
性
が

図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、P

eter P
am

m
er v R

eederei K
arl Schlüter G

m
bH

 &
 C

o. K
G

及
び

H
otel A

lpenhof G
esm

bH
 v O

liver H
eller

事
件
判
決）
₇₉
（

に
お
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
�
五
条
の
下
で
、
消
費
者
が
常
居
所
を
有
す

る
構
成
国
又
は
同
国
を
含
む
複
数
国
に
事
業
活
動
が
振
り
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
定
す
る
証
拠
と
な
り
う
る
も
の
を
例
示
列
挙
し
た
。

そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
単
独
で
決
定
的
な
証
拠
と
な
る
も
の
で
は
な
い
が）
₈₀
（

、
例
え
ば
、
活
動）
₈₁
（

の
国
際
性
、
他
の
構
成
国
か
ら
事
業
者
の
設
立
地

ま
で
の
ア
ク
セ
ス
の
説
明
、
事
業
者
の
設
立
国
で
�
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
言
語
・
通
貨
の
使
用
並
び
に
当
該
言
語
に
よ

る
予
約
及
び
予
約
確
認
の
可
能
性
、
国
番
号
付
き
の
電
話
番
号
の
公
開
、
自
ら
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
他
の
構
成
国
に
常
居
所
を
有
す
る
消

費
者
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
促
進
の
目
的
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
費
用
の
支
出
、
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
ド
メ
イ
ン
ネ
ー
ム

に
お
け
る
事
業
者
の
設
立
国
の
ド
メ
イ
ン
ネ
ー
ム
以
外
の
も
の
の
使
用
（
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
設
立
さ
れ
た
事
業
者
が
ド
イ
ツ
国
の
ド
メ
イ

ン
ネ
ー
ム
（.de

）
以
外
の
国
の
ド
メ
イ
ン
ネ
ー
ム
や
中
立
的
な
ド
メ
イ
ン
ネ
ー
ム
（.eu

や.com

な
ど
）
を
使
用
し
て
い
る
場
合）
₈₂
（

）、
様
々

な
構
成
国
に
住
所
を
有
す
る
顧
客
層
の
公
表
（
そ
れ
ら
の
顧
客
に
よ
る
推
奨
文
の
表
示
な
ど
）
で
あ
る
。
反
面
、
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
消
費
者
が
常
居
所
を
有
す
る
構
成
国
か
ら
ア
ク
セ
ス
が
可
能
で
あ
る
こ
と
や
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
の
公
開
は
、
証

拠
と
な
ら
な
い
と
も
判
示
し
た）
₈₃
（

。
こ
の
判
旨
を
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
文
脈
に
移
す
と
、
事
業
者
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
開
設
し
、
消
費
者
の
常
居

所
地
国
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
同
国
に
事
業
活
動
を
振
り
向
け
て
い
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
た

二
六
七
二
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二
�

と
え
当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
結
果
、
消
費
者
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
し
て
も
消
費
者
契
約
の
特
則
の
適
用
は
な
い
こ
と
に
な

り
、
こ
の
点
を
明
確
に
し
た
こ
の
判
例
の
意
義
は
小
さ
く
な
い）
₈₄
（

。
し
か
し
、
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
特
定
の
消
費
者
の
常
居
所
地
国
又
は
同

国
を
含
む
複
数
国
に
振
り
向
け
ら
れ
た
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
要
件
は
、
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
充
分
に
明
確
に
な
っ
た
と
は
言
え

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
例
示
さ
れ
た
事
項
は
あ
く
ま
で
証
拠
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
い

く
つ
か
は
�
般
的
に
国
際
的
な
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
ず
、
必
ず
し
も
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
特
定
の
消
費
者

の
常
居
所
地
国
に
振
り
向
け
ら
れ
た
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

前
文
二
五
項
に
よ
る
と
、
契
約
は
、
消
費
者
の
常
居
所
地
国
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
事
業
活
動
又
は
同
国
に
振
り
向
け
ら
れ
て
い
る

事
業
活
動
の
結
果
と
し
て
締
結
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
契
約
が
当
該
活
動
の
範
囲
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
求
め
る

六
条
�
項
よ
り
も
厳
格
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
常
居
所
を
有
す
る
消
費
者
が
、
ス
ペ
イ
ン
の
デ
パ
ー
ト
で
買
い
物
を
し
た
場
合
、

た
と
え
当
該
デ
パ
ー
ト
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
支
店
を
有
し
て
い
て
同
じ
商
品
を
販
売
し
て
い
て
も
、
六
条
�
項
の
要
件
は
充
た
す
が
第
二
五
項

の
要
件
は
充
た
さ
な
い
の
で
、
消
費
者
契
約
の
特
則
の
適
用
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る）
₈₅
（

。

五　

個
別
労
働
契
約
の
特
則
（
八
条
）

　

八
条
は
、
本
稿
に
関
連
す
る
限
り
で
訳
出
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　

 ﹁
�
項　

個
別
労
働
契
約
は
、
第
三
条
に
し
た
が
っ
て
当
事
者
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
法
が
準
拠
法
と
な
る
。
し
か
し
、
法
選
択
が
な
い

場
合
に
本
条
の
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
に
し
た
が
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
の
中
で
当
事
者
に
よ
る
別
段
の
合
意
の
許
さ
れ
な
い

規
定
に
よ
っ
て
労
働
者
に
与
え
ら
れ
る
保
護
は
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
。

二
六
七
三
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二
項　

当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
、
個
別
労
働
契
約
は
、
労
務
提
供
が
平
常
な
さ
れ
る
国
の
法
が
準
拠
法
と
な
り
、
そ
の
よ

う
な
国
が
な
い
場
合
は
平
常
の
労
務
提
供
の
起
点
と
な
る
国
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
。
労
務
提
供
が
平
常
な
さ
れ
る
国
は
、
労
働
者
が

�
時
的
に
他
の
国
で
労
務
提
供
し
て
も
変
わ
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　

三
項　
（
略
）

　
　

四
項　
（
略
）﹂

　

個
別
労
働
契
約
の
準
拠
法
決
定
に
お
い
て
は
、
平
常
の
労
務
提
供
地
が
重
要
な
連
結
点
と
さ
れ
て
お
り
（
八
条
�
項
及
び
二
項
）、
平
常

の
労
務
提
供
地
は
、
他
国
に
お
け
る
�
時
的
な
労
務
提
供
に
よ
っ
て
は
変
更
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
な
い
（
八
条
二
項
）。
こ
の
点
は
、
ロ
ー

マ
条
約
の
立
場
（
六
条
二
項
ａ
号
参
照
）
か
ら
変
更
が
な
い
。

　

�
時
的
な
労
務
提
供
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
新
た
に
説
明
が
入
っ
た
（
前
文
三
六
項）
₈₆
（

）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
他
国
で
の

労
務
提
供
は
、
労
働
者
が
元
の
労
務
提
供
地
に
戻
っ
て
労
務
提
供
を
再
開
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
�
時
的
な
も
の
と
し
て
扱

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
数
年
間
の
外
国
で
の
出
張
・
赴
任
は
、
ロ
ー
マ
条
約
の
下
で
は
�
時
的
な
労

務
提
供
で
な
い
と
解
さ
れ
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
が
、
元
の
労
務
提
供
地
国
に
戻
っ
て
労
務
の
提
供
を
再
開
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
な
ら

ば
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
は
�
時
的
な
労
務
提
供
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る）
₈₇
（

。
出
張
・
赴
任
の
場
合
、
元
の
労
務
提
供
地
に
戻
っ
て
労
務

の
提
供
を
再
開
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
例
外
的
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
事
例
に
お
い
て
平
常
の
労
務
提
供
地
が
変
わ
ら
な

い
こ
と
と
な
る
。
出
張
・
赴
任
の
期
間
の
長
さ
が
全
く
無
関
係
で
は
な
い
と
解
す
る
余
地
は
残
っ
て
い
る）
₈₈
（

も
の
の
、
法
的
予
測
可
能
性
が
あ

る
程
度
高
ま
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う）
₈₉
（

。

二
六
七
四
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二
三

六　

絶
対
的
強
行
法
規
の
特
別
連
結
（
九
条
）

九
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　

 ﹁
�
項　

絶
対
的
強
行
法
規
は
、
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
制
度
な
ど
の
公
的
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
遵
守
が
極
め
て
重
要
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
本
規
則
に
し
た
が
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
適
用
範
囲
に
入
る
全
て
の
事
案

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
規
定
で
あ
る
。

　
　

二
項　

法
廷
地
の
絶
対
的
強
行
法
規
の
適
用
は
、
本
規
則
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
。

　
　

 

三
項　

契
約
上
の
債
務
が
履
行
さ
れ
る
べ
き
国
又
は
履
行
さ
れ
た
国
の
絶
対
的
強
行
法
規
に
は
、
そ
れ
が
履
行
を
不
法
と
す
る
限
り
に

お
い
て
、
効
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
規
定
に
効
力
を
与
え
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
そ
の
性
質
及
び
目

的
、
並
び
に
、
適
用
又
は
不
適
用
の
結
果
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。﹂

　
（
１
）　

定
義
（
�
項
）
と
公
的
利
益
の
保
護

　

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
に
よ
り
、
九
条
�
項
に
絶
対
的
強
行
法
規
の
定
義
が
新
設
さ
れ
た
。
準
拠
法
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
べ
き
法

で
あ
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
、
国
内
法
上
の
強
行
法
規
と
の
区
別
が
明
確
に
さ
れ
た
。

　

こ
の
定
義
で
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
の
は
、
絶
対
的
強
行
法
規
が
﹁
公
的
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
﹂
遵
守
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
法
規

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
公
的
利
益
を
保
護
す
る
法
規
と
し
て
は
、
輸
出
入
制
限
や
競
争
法
に
関
す
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る）
₉₀
（

。
こ

れ
に
対
し
て
、
消
費
者
や
労
働
者
な
ど
の
弱
者
保
護
を
目
的
と
す
る
法
規
の
よ
う
に
、
私
的
利
益
を
保
護
す
る
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
間

接
的
に
は
公
的
利
益
に
も
資
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
本
条
の
定
義
に
当
て
は
ま
ら
な
い
と
す
る
説
が
あ
る）
₉₁
（

。
特
別
連
結
さ
れ
る
絶
対
的
強

二
六
七
五
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行
法
規
の
範
囲
が
拡
張
し
過
ぎ
な
い
よ
う
抑
え
る
狙
い
が
こ
の
説
の
背
景
に
あ
る
よ
う
で
あ
る）
₉₂
（

。

　

こ
の
説
に
対
し
て
は
、
消
費
者
契
約
や
労
働
契
約
の
特
則
の
適
用
が
な
い
事
案
で
絶
対
的
強
行
法
規
に
よ
る
保
護
を
及
ぼ
す
べ
き
場
合
が

あ
り
う
る
と
い
う
批
判
が
あ
る）
₉₃
（

。
ま
た
、
構
成
国
の
立
法
者
が
私
的
利
益
を
保
護
す
る
法
律
に
絶
対
的
強
行
法
規
と
し
て
の
性
格
を
与
え
よ

う
と
し
て
も
、
こ
の
説
に
よ
る
と
そ
れ
が
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
よ
う
な
構
成
国
の
立
法
権
の
制
限
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
は

考
え
に
く
い
と
い
う
批
判
も
あ
る）
₉₄
（

。

　

そ
こ
で
、
�
項
の
定
義
の
後
半
部
分
の
み
に
着
目
し
、
準
拠
法
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
立
法
さ
れ
た
法
規

は
、
た
と
え
私
的
利
益
の
保
護
が
目
的
と
な
っ
て
い
て
も
、
絶
対
的
強
行
法
規
と
し
て
扱
う
べ
き
と
す
る
説
も
あ
る）
₉₅
（

。
し
か
し
、
前
文
三
七

項
は
、
公
的
利
益
の
考
慮
が
絶
対
的
強
行
法
規
に
つ
い
て
の
例
外
措
置
の
根
拠
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
を
重
視
す
れ
ば
、
こ
の
説
は

適
当
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
純
粋
に
私
的
利
益
の
み
を
保
護
す
る
法
規
は
除
外
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
但
し
、
準
拠
法
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
立
法
さ
れ
た
法
規
で
、
か
つ
、
純
粋
に
私
的
利
益
の
み
を
保
護

し
よ
う
と
す
る
も
の
は
実
際
は
稀
で
あ
ろ
う）
₉₆
（

か
ら
、
こ
の
見
解
を
と
る
と
、
私
的
利
益
の
保
護
が
目
的
と
な
っ
て
い
て
も
絶
対
的
強
行
法
規

で
あ
る
と
し
て
扱
う
説
と
事
実
上
ほ
と
ん
ど
同
じ
結
論
に
な
る
。

　
（
２
）　

第
三
国
の
絶
対
的
強
行
法
規
の
特
別
連
結
（
三
項
）

⒜　

留
保
の
可
能
性

　

第
三
国
の
絶
対
的
強
行
法
規
の
特
別
連
結
を
定
め
る
ロ
ー
マ
条
約
七
条
�
項
の
規
定
は
留
保
が
認
め
ら
れ
て
お
り（
二
二
条
）、イ
ギ
リ
ス
、

ド
イ
ツ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
と
い
っ
た
金
融
セ
ン
タ
ー
を
抱
え
る
国
を
含
む
七
カ
国
が
留
保
を
宣
言
し
て
い
た
。
留
保
が
認
め
ら
れ
た
理
由

は
、
こ
の
規
定
の
（
当
時
に
お
け
る
）
目
新
し
さ
及
び
不
確
実
性
に
対
す
る
懸
念
に
あ
る）
₉₇
（

。
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
は
、
ロ
ー
マ
条
約
と
異
な
っ

二
六
七
六
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二
五

て
留
保
は
�
切
認
め
ら
れ
て
い
な
い）
₉₈
（

。

⒝　

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
交
渉
経
過

　

二
〇
〇
五
年
の
委
員
会
提
案）
₉₉
（

で
は
、
ロ
ー
マ
条
約
の
七
条
�
項
に
類
似
す
る
条
文
を
導
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
提
案
に
対
し

て
は
、
特
に
、
ロ
ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
ー
に
お
い
て
、
当
事
者
自
治
を
制
約
し
て
法
的
安
定
性
を
損
ね
、
金
融
取
引
の
費
用
や
リ
ー
ガ
ル
・
コ

ス
ト
を
増
大
さ
せ
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
表
明
さ
れ）
１００
（

、
イ
ギ
リ
ス
が
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
へ
の
加
入
を
し
な
い
と
の
決
定
を
�
旦
二
〇
〇
六
年
五

月
に
行
っ
た
際
に
は
、
こ
の
提
案
に
対
す
る
反
対
が
そ
の
最
も
重
要
な
理
由
と
さ
れ
た）
１０１
（

。
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
係
る
国
際
契
約
事
件
の
件

数
が
多
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
後
、
妥
協
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
頃
制
定
さ
れ
た
﹁
契
約
外
債
務
の
準
拠
法
に
関
す

る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
（
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
）﹂）
１０２
（

に
は
、
第
三
国
の
絶
対
的
強
行
法
規
の
特
別
連
結
を
認
め
る
規
定
が
入
ら
な
か
っ

た
）
１０３
（

。
他
方
、
ロ
ー
マ
条
約
の
七
条
�
項
を
留
保
し
て
い
な
か
っ
た
構
成
国
は
、
同
規
定
に
つ
い
て
特
に
困
難
を
経
験
し
て
い
な
か
っ
た）
１０４
（

た
め
、

同
規
定
の
削
除
に
は
反
対
し
た
。
�
年
に
わ
た
る
交
渉
と
妥
協
の
末
、以
下
に
検
討
す
る
内
容
の
条
文
が
採
択
さ
れ
た（
九
条
三
項
））
１０５
（

。
な
お
、

そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
は
前
決
定
を
翻
し
て
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
に
加
入
す
る
決
定
を
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
務
省
は
、
同
条
文
は
イ

ギ
リ
ス
法
の
立
場
を
�
般
的
に
反
映
し
た
も
の
に
な
っ
た
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る）
１０６
（

。

⒞　

特
別
連
結
の
要
件
と
効
果

　

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
は
、
ロ
ー
マ
条
約
と
異
な
り
、
第
三
国
の
絶
対
的
強
行
法
規
が
効
力
を
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
履
行
を
不

法
と
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
と
さ
れ
、
か
つ
、
履
行
地
の
絶
対
的
強
行
法
規
に
対
象
が
限
定
さ
れ
た
（
九
条
三
項
）。

　

絶
対
的
強
行
法
規
が
効
力
を
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
履
行
を
不
法
と
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
的
強

二
六
七
七
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契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
（
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
）

行
法
規
の
う
ち
履
行
を
不
法
と
す
る
も
の
の
み
が
特
別
連
結
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
�
定
の
行
為
を
強
制
す
る
法
規
や
�
定
の
救

済
を
認
め
る
法
規
は
対
象
と
な
ら
な
い
。
但
し
、犯
罪
を
示
唆
す
る
﹁
違
法
な
（illegal

）﹂
と
い
う
言
葉
と
異
な
り
、﹁
不
法
な
（unlaw

ful

）﹂

と
い
う
言
葉
は
、
刑
事
罰
を
伴
う
も
の
の
他
、
民
事
罰
を
伴
う
も
の
や
効
果
を
裁
判
所
に
委
ね
る
も
の
も
含
む）
１０７
（

。

　

絶
対
的
強
行
法
規
が
効
力
を
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
履
行
を
不
法
と
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
要
件
面
で

の
意
味
に
加
え
て
、
特
別
連
結
さ
れ
る
第
三
国
の
絶
対
的
強
行
法
規
は
、
履
行
を
不
法
と
す
る
以
上
の
効
力
は
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
効
果

面
で
の
意
味
も
有
す
る
と
の
解
釈
が
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
そ
の
他
の
効
果
は
、
契
約
準
拠
法
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。
例

え
ば
、
履
行
が
不
法
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
が
無
効
に
な
る
か
、
強
制
可
能
性
を
失
う
か
、
他
の
履
行
地
で
の
履
行
義
務
が
生
じ
る

か
な
ど
は
、
契
約
準
拠
法
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
る）
１０８
（

。
と
す
る
と
、
本
条
の
下
で
の
第
三
国
絶
対
的
強
行
法
規
の
特
別
連
結
は
、
結
局
、

契
約
準
拠
法
の
解
釈
に
お
い
て
第
三
国
強
行
法
規
の
事
実
的
影
響
を
考
慮
す
る
手
法）
１０９
（

と
差
異
が
な
く
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
後
者
の
手
法

は
、
あ
た
か
も
左
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
右
手
で
鍵
を
取
り
出
す
よ
う
に
ぎ
こ
ち
な
い
の
に
対
し
て
、
本
条
は
明
確
性
を
高
め
る
利
点
が
あ
る
と

の
説
明
が
あ
る）
１１０
（

。
仮
に
こ
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
第
三
国
の
絶
対
的
強
行
法
規
が
効
力
を
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
履
行
を
不
法

と
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
別
連
結
の
効
果
は
骨
抜
き
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
履
行

を
不
法
と
す
る
第
三
国
絶
対
的
強
行
法
規
の
規
律
対
象
は
、
履
行
の
不
法
性
が
契
約
に
及
ぼ
す
効
果
に
も
及
ぶ
と
い
う
解
釈
も
あ
る）
１１１
（

。
こ
の

解
釈
は
、
第
三
国
絶
対
的
強
行
法
規
に
効
力
を
与
え
る
か
を
決
め
る
裁
量
に
お
い
て
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
た
場
合
の
効
果
と
適
用
さ
れ
な
か

っ
た
場
合
の
効
果
も
考
慮
要
素
と
な
る
と
規
定
す
る
九
条
三
項
後
段
と
の
関
係
で
は
、
よ
り
素
直
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

　

特
別
連
結
の
対
象
が
履
行
地
の
絶
対
的
強
行
法
規
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
輸
入
国
で
の
引
渡
し
を
約
定
し
た
が
輸
出
国
の

輸
出
禁
止
法
規
に
違
反
す
る
事
例
や
、
輸
出
国
で
の
引
渡
し
を
約
定
し
た
が
輸
入
国
の
輸
入
禁
止
法
規
に
違
反
す
る
事
例
で
は
、
不
都
合
な

結
果
と
な
り
う
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）
１１２
（

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
契
約
準
拠
法
の
解
釈
に
お
い
て
第
三
国
強
行
法
規
の

二
六
七
八



（　
　
　
　

）

契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
（
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
六
号�

二
七

事
実
的
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
で
不
都
合
へ
の
対
処
は
概
ね
可
能
で
あ
ろ
う）
１１３
（

。

　

履
行
地
が
複
数
あ
る
場
合
に
ど
う
処
理
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
契
約
が
履
行
地
ご
と
に
別
個
の
も
の
に
な
る
か
�
つ
に
な
る
か
は
偶
然
に

決
ま
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
理
由
で
、
各
履
行
地
の
法
が
当
該
履
行
地
に
お
け
る
履
行
に
関
す
る
限
り
で
適
用
さ
れ
る
と
の
説
が
あ
る）
１１４
（

。
こ

の
説
に
従
え
ば
、
例
え
ば
、
複
数
の
販
売
地
を
対
象
と
す
る
排
他
的
な
販
売
店
契
約
に
は
、
各
販
売
地
の
独
占
禁
止
法
が
当
該
販
売
地
に
お

け
る
履
行
に
関
す
る
限
り
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

七　

債
権
譲
渡
（
�
四
条
）

�
四
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　

 ﹁
�
項　

債
権
譲
渡
に
お
け
る
譲
渡
人
と
譲
受
人
の
関
係
及
び
債
権
の
任
意
代
位
に
お
け
る
被
代
位
者
と
代
位
者
の
関
係
は
、
両
者
間

の
契
約
に
本
規
則
に
し
た
が
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
が
準
拠
法
と
な
る
。

　
　

 

二
項　

譲
渡
・
代
位
の
対
象
債
権
の
準
拠
法
は
、
そ
の
譲
渡
・
代
位
の
可
能
性
、
譲
受
人
・
代
位
者
と
債
務
者
の
関
係
、
譲
渡
・
代
位

の
債
務
者
対
抗
要
件
、
及
び
、
債
務
者
の
履
行
に
よ
る
債
務
の
消
滅
の
有
無
を
決
定
す
る
。

　
　

三
項　

本
条
に
お
け
る
債
権
譲
渡
の
概
念
は
、債
権
の
譲
渡
の
ほ
か
、債
権
に
対
す
る
質
権
や
譲
渡
担
保
権
な
ど
の
担
保
設
定
を
含
む
。﹂

　
（
１
）　

譲
渡
当
事
者
間
の
関
係
（
�
項
）

⒜　

ロ
ー
マ
条
約
か
ら
の
変
更
点

　

ロ
ー
マ
条
約
に
は
、
譲
渡
当
事
者
の
相
互
の
義
務
が
譲
渡
契
約
の
準
拠
法
に
よ
る
と
の
規
定
は
あ
っ
た
（
�
二
条
�
項
）
が
、
譲
渡
の
物

二
六
七
九
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権
的
側
面
に
つ
い
て
は
明
文
の
規
定
が
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
は
、
譲
渡
契
約
の
準
拠
法
の
規
律
対
象
が
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
の
相

互
の
﹁
義
務
﹂
か
ら
両
者
の
﹁
関
係
﹂
と
い
う
表
現
に
変
更
さ
れ
る
（
�
四
条
�
項
）
と
と
も
に
、
前
文
三
八
項
に
、﹁
関
係
﹂
に
は
譲
渡

の
物
権
的
側
面
も
含
ま
れ
る
と
の
説
明
が
入
っ
た
。
譲
渡
契
約
の
準
拠
法
決
定
に
は
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
三
条
）
の
で
、
譲

渡
の
物
権
的
側
面
を
規
律
す
る
準
拠
法
の
決
定
に
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

⒝　

物
権
の
相
対
効
?

　

�
項
で
は
﹁
譲
渡
人
と
譲
受
人
の
﹂
関
係
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
、﹁
関
係
﹂
に
物
権
的
側
面
も
含
ま
れ
る
と
す
る
と
、
物
権
の
相
対
効

が
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
債
権
と
対
比
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
物
権
の
本
質
は
対
世
効
で
あ
る）
１１５
（

の
で
、
相
対
効
し
か
有
さ
な

い
物
権
を
単
位
法
律
関
係
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
論
者
も
い
る）
１１６
（

。
そ
の
論
旨
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
な
ど
を
除
い
て
、
構
成
国
の
ほ
と
ん

ど
の
法
制
で
は
、
譲
渡
当
事
者
間
の
物
権
関
係
は
譲
渡
の
対
第
三
者
効
と
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
下
で
も
そ
の
よ
う
な
区
別

は
必
ず
し
も
強
く
支
持
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、﹁
譲
渡
人
と
譲
受
人
の
関
係
﹂
と
い
う
単
位
法
律
関
係
は
、
条
文
の
文
言
か
ら
は

離
れ
る
が
、
対
抗
要
件
の
問
題
を
除
い
た
対
第
三
者
効
も
含
む
も
の
と
し
て
解
釈
す
べ
き
と
す
る
。
そ
し
て
、
次
に
検
討
す
る
﹁
第
三
者
に

対
す
る
譲
渡
の
効
力
﹂
と
い
う
概
念
は
、
第
三
者
対
抗
要
件
に
限
定
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
。
こ
の
解
釈
が
採
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、

例
え
ば
二
重
譲
渡
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
譲
渡
が
対
世
的
に
有
効
か
は
�
項
で
決
ま
る
準
拠
法
に
よ
り
、
双
方
が
対
世
的
に
有
効
で
あ
る
場

合
に
、
譲
受
人
間
の
優
劣
（
第
三
者
対
抗
要
件
は
何
か
、
背
信
的
悪
意
者
は
対
抗
要
件
の
欠
缺
を
主
張
で
き
る
か
な
ど
の
問
題
）
は
﹁
第
三

者
に
対
す
る
譲
渡
の
効
力
﹂
の
準
拠
法
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。

　
（
２
）　

第
三
者
に
対
す
る
譲
渡
の
効
力

二
六
八
〇
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⒜　

ロ
ー
マ
条
約

　

第
三
者
に
対
す
る
譲
渡
の
効
力
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
条
約
に
は
明
文
の
規
定
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
構
成
国
の
判
例
に
は
、
譲
渡
当
事

者
間
の
権
利
義
務
を
扱
う
�
二
条
�
項
の
規
律
対
象
に
含
ま
れ
て
譲
渡
契
約
の
準
拠
法
に
よ
る
と
す
る
も
の
や
、
債
務
者
と
の
関
係
を
扱
う

�
二
条
二
項
の
規
律
対
象
に
含
ま
れ
て
譲
渡
対
象
債
権
の
準
拠
法
に
よ
る
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た）
１１７
（

。

⒝　

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
交
渉
経
過
と
現
状

　

二
〇
〇
五
年
の
委
員
会
提
案
は
、
第
三
者
に
対
す
る
譲
渡
の
効
力
は
、
譲
渡
人
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た）
１１８
（

。
提
案
理

由
は
、
委
員
会
の
二
〇
〇
三
年
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
に
対
す
る
反
応
の
中
で
こ
の
立
場
へ
の
支
持
が
多
か
っ
た
こ
と
及
び
二
〇
〇
�
年
国
連

国
際
債
権
譲
渡
条
約
（U

nited N
ations C

onvention on the A
ssignm

ent of R
eceivables in International T

rade

）
で
採
用
さ
れ

た
立
場
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た）
１１９
（

。
ち
な
み
に
、
こ
の
国
連
条
約
は
本
稿
執
筆
時
現
在
（
二
〇
�
�
年
八
月
）
で
も
未
発
効
で
あ
る
。
南
欧
諸

国
な
ど
が
こ
の
提
案
を
支
持
し
た）
１２０
（

。
オ
ラ
ン
ダ
は
、
譲
渡
契
約
の
準
拠
法
に
よ
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
支
持
は
得
ら
れ
な
か
っ
た）
１２１
（

た
め
、
譲

渡
対
象
債
権
の
準
拠
法
に
よ
る
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
提
案
の
支
持
に
ま
わ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
提
案
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
支
持

も
得
て
、
勢
力
を
拡
大
し
た
。
構
成
国
の
中
で
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
取
引
の
規
模
が
特
に
大
き
か
っ
た
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
主
張
を
無
視
し
て

誤
っ
た
準
拠
法
決
定
規
則
を
採
用
し
た
場
合
に
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
が
被
る
か
も
し
れ
な
い
多
大
な
損
害
に
対
し
て
責
任
を
取
る
ほ

ど
確
信
を
持
っ
て
譲
渡
人
の
常
居
所
地
法
を
主
張
す
る
国
が
な
か
っ
た
こ
と
も
背
景
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
フ

ラ
ン
ス
も
譲
渡
人
の
常
居
所
地
法
支
持
の
立
場
を
軟
化
さ
せ
る
兆
候
を
見
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
、
消
費
者
契
約
に
つ
い
て
当

事
者
自
治
を
認
め
る
点
で
既
に
譲
歩
し
、
か
つ
、
債
権
譲
渡
の
議
論
で
も
譲
歩
す
る
こ
と
が
政
治
的
に
不
可
能
な
国）
１２２
（

が
あ
っ
た
た
め
、
い
ず

れ
の
提
案
も
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
債
権
譲
渡
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
に
つ
い
て
二
〇
�
〇
年
六
月
�
七
日
ま
で
に
委
員
会
が

二
六
八
�



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
六
号�

三
〇

契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
（
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
）

報
告
書
を
作
成
す
る
と
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
二
七
条
二
項
）。
こ
の
報
告
書
の
作
成
は
遅
れ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
国
際
比
較
法
研
究

所
（B

ritish Institute of International and C
om

parative L
aw

）
に
報
告
書
の
基
礎
研
究
が
委
託
さ
れ
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
（
債
権

買
取
サ
ー
ビ
ス
）、
セ
キ
ュ
リ
タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
証
券
化
）、
債
権
担
保
取
引
な
ど
の
実
務
担
当
者
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
そ

の
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

⒞　

妥
当
な
連
結
点
は
何
か

　

債
権
譲
渡
の
第
三
者
対
抗
要
件
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
議
論
が
我
が
国
で
も
な
さ
れ
て
き
た
の
で
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
繰

り
返
す
こ
と
は
せ
ず
、
集
団
的
債
権
譲
渡
の
�
側
面
を
検
討
す
る
に
と
ど
め
る
。
集
団
的
譲
渡
に
関
わ
る
業
界
で
も
業
態
間
で
意
見
の
不
統

�
が
あ
り
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
業
界
は
譲
渡
人
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
案
を
支
持
し
て
い
る
の
に
対
し
、
セ
キ
ュ
リ
タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の

業
界
は
、
少
な
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
譲
渡
対
象
債
権
の
準
拠
法
に
よ
る
案
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る）
１２３
（

。

　

セ
キ
ュ
リ
タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
証
券
化
商
品
に
つ
い
て
格
付
け
を
得
る
た
め
に
、
特
別
目
的
事
業
体
（special purpose 

vehicle

）
が
対
象
債
権
の
譲
渡
を
受
け
る
際
に
、
個
々
の
対
象
債
権
に
つ
い
て
査
定
（due diligence

）
を
行
う
こ
と
が
必
須
で
、
そ
の

た
め
に
は
譲
渡
対
象
債
権
の
準
拠
法
に
従
っ
て
当
該
債
権
の
譲
渡
可
能
性
や
債
務
者
の
抗
弁
事
由
の
有
無
な
ど
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
の
対
第
三
者
効
に
つ
い
て
譲
渡
人
の
常
居
所
地
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
と
、
そ
の
法
内
容
の
調
査
の
た
め
に
余
分

の
費
用
が
か
か
る
こ
と
と
な
る）
１２４
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
で
は
、
個
別
の
買
取
債
権
ご
と
の
査
定
は
必
ず
し
も
行
わ
れ
ず
、
統
計
上
の
債
務
不
履
行
の
確
率
に

よ
っ
て
債
権
買
取
の
割
引
率
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
取
引
に
お
い
て
は
、
譲
渡
対
象
債
権
の
準
拠
法
に
よ

り
個
々
の
債
権
の
譲
渡
可
能
性
や
債
務
者
の
抗
弁
事
由
の
有
無
を
判
断
す
る
必
要
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
�
債
権
者
か
ら
の
買
取
り
に

二
六
八
二
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当
た
っ
て
、
譲
渡
の
対
第
三
者
効
の
準
拠
法
が
譲
渡
人
の
常
居
所
地
法
に
�
本
化
さ
れ
れ
ば
、
取
引
費
用
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る）
１２５
（

。
し
か

し
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
も
、
債
権
の
売
買
、
債
権
担
保
取
引
、
債
権
回
収
な
ど
様
々
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
�
括
り

に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る）
１２６
（

。

八　

ロ
ー
マ
条
約
と
の
比
較
の
総
括

　

以
上
の
個
別
条
文
の
検
討
を
も
と
に
、
以
下
で
は
、
い
く
つ
か
の
基
本
的
視
座
か
ら
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
を
ロ
ー
マ
条
約
と
比
較
す
る
。

　
（
１
）　

当
事
者
自
治
と
強
行
法
規
に
よ
る
制
約

　

非
国
家
法
や
条
約
の
選
択
可
能
性
を
明
文
化
す
る
と
い
う
二
〇
〇
五
年
の
委
員
会
提
案
は
、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
の
幅
を
広
げ
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
当
事
者
自
治
を
強
化
す
る
方
向
の
提
案
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
純
粋
域
内

事
件
に
お
い
て
共
同
体
の
強
行
法
規
の
適
用
を
確
保
す
る
規
定
（
三
条
四
項
）
の
新
設
に
よ
っ
て
、
当
事
者
自
治
に
対
す
る
制
約
は
強
ま
っ

た
。
当
事
者
自
治
は
消
費
者
契
約
や
個
別
労
働
契
約
の
特
則
（
六
条
、
八
条
）
に
よ
っ
て
も
制
約
を
受
け
る
と
こ
ろ
、
消
費
者
契
約
の
特
則

と
の
関
係
で
は
、
そ
の
適
用
対
象
と
な
る
契
約
類
型
に
つ
い
て
限
定
が
外
さ
れ
た
分
だ
け
当
事
者
自
治
の
制
約
は
強
ま
っ
た
が
、
そ
の
他
の

点
で
の
適
用
基
準
の
変
更
（
�
項
但
書
）
が
特
則
の
適
用
範
囲
の
広
狭
に
与
え
る
影
響
は
明
ら
か
で
な
い
。
第
三
国
の
絶
対
的
強
行
法
規
の

特
別
連
結
の
規
定
（
九
条
三
項
）
と
の
関
係
で
は
、
ロ
ー
マ
条
約
で
留
保
宣
言
を
し
て
い
た
国
に
と
っ
て
は
、
解
釈
次
第
で
は
当
事
者
自
治

に
対
す
る
制
約
が
強
ま
っ
た
が
、
そ
の
他
の
国
に
と
っ
て
は
、
特
別
連
結
の
対
象
と
な
る
絶
対
的
強
行
法
規
が
限
定
さ
れ
た
分
だ
け
当
事
者

自
治
の
制
約
は
弱
ま
っ
た
。

二
六
八
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（
２
）　

弱
者
保
護
の
た
め
の
契
約
類
型
別
の
特
則

　

弱
者
保
護
の
た
め
の
特
則
は
、
現
代
型
の
国
際
私
法
に
特
徴
的
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
は
、
弱
者
保
護
を
図
る
た
め
の
契
約
類
型
と
し

て
、
消
費
者
契
約
（
六
条
）
や
個
別
労
働
契
約
（
八
条
）
に
加
え
て
、
新
た
に
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
と
販
売
店
契
約
を
設
定
し
た
（
四
条

�
項
ｅ
号
及
び
ｆ
号
）。
本
稿
で
は
検
討
し
な
か
っ
た
が
、
旅
客
運
送
契
約
の
特
則
（
五
条
二
項
）
も
弱
者
（
旅
客
）
保
護
の
た
め
に
新
設

さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
契
約
類
型
別
に
弱
者
保
護
の
た
め
の
特
則
を
設
定
し
て
い
く
手
法
は
、
具
体
的
に
ど
の
契
約
類
型
に
お
い
て
当
事
者

自
治
が
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
に
つ
い
て
当
事
者
に
注
意
を
促
し
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
に
も
弱
者
保
護
の
政
策
を

反
映
し
た
連
結
点
が
明
確
に
な
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
反
面
、
特
則
の
適
用
範
囲
を
画
定
す
る
基
準
が
複
雑
又
は
不
明
確
な
ら
ば
、
適
用

の
有
無
自
体
が
紛
争
の
温
床
と
な
り
、
弱
者
保
護
に
と
っ
て
逆
効
果
と
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
点
、
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
チ

ャ
イ
ズ
契
約
、
販
売
店
契
約
の
特
則
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
用
の
有
無
で
結
論
が
異
な
り
得
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
契
約
類
型
の
定
義
が

な
さ
れ
て
い
な
い
。
消
費
者
契
約
の
特
則
に
つ
い
て
は
、
事
業
活
動
が
消
費
者
の
常
居
所
地
国
又
は
同
国
を
含
む
複
数
国
に
振
り
向
け
ら
れ

た
と
い
う
適
用
基
準
が
新
た
に
採
用
さ
れ
た
が
、
複
雑
な
基
準
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
特
に
電
子
商
取
引
と
の
関
係
で
は
欧
州
司
法
裁
判
所

の
判
例
を
踏
ま
え
て
も
そ
の
意
味
が
明
確
で
な
い
。
強
者
・
弱
者
の
関
係
が
見
ら
れ
る
契
約
類
型
に
は
他
に
下
請
契
約
な
ど
も
あ
り
、
契
約

類
型
別
の
特
則
を
新
設
し
て
い
く
の
が
弱
者
保
護
に
と
っ
て
最
適
な
手
法
で
あ
る
の
か
は
、
今
後
と
も
立
法
論
と
し
て
充
分
に
検
討
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
特
則
は
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
に
は
、
弱
者
に
と
っ
て
身
近
な
地
（
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ

ジ
ー
の
常
居
所
地
、
販
売
店
の
常
居
所
地
、
消
費
者
の
常
居
所
地
、
労
働
者
の
労
務
提
供
地
）
の
法
を
準
拠
法
と
し
て
い
る
が
、
当
該
法
の

内
容
次
第
で
は
、
実
際
に
は
弱
者
保
護
の
結
果
が
導
か
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
暗
闇
へ
の
跳
躍
と
い
う
伝
統
的
な
国
際
私
法
の
手
法
に
内
在
す

る
問
題
で
あ
り
、
絶
対
的
強
行
法
規
の
特
別
連
結
の
よ
う
な
現
代
的
手
法
に
弱
者
保
護
を
委
ね
る
選
択
肢
も
（
そ
の
短
所
も
意
識
し
つ
つ
）

検
討
す
る
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

二
六
八
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（
３
）　

法
的
予
測
可
能
性
・
確
実
性

　

契
約
に
お
い
て
は
、
法
的
予
測
可
能
性
・
確
実
性
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
具
体
的
事
件
に
お
け
る
結
果
の
妥
当
性
・
柔
軟

性
と
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
関
係
に
立
つ
ほ
か
、
弱
者
保
護
や
公
益
促
進
の
た
め
に
制
約
を
受
け
る
。

　

純
粋
域
内
事
件
に
お
け
る
共
同
体
の
強
行
法
規
の
適
用
を
確
保
す
る
規
定
（
三
条
四
項
）
は
、
当
事
者
自
治
を
制
約
す
る
だ
け
で
な
く
、

純
粋
域
内
事
件
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
予
測
可
能
性
・
確
実
性
を
低
下
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
。
反
面
、

当
事
者
に
よ
る
法
選
択
の
な
い
場
合
、
�
定
の
契
約
類
型
に
つ
い
て
具
体
的
な
連
結
点
が
設
定
さ
れ
（
四
条
�
項
）、
曖
昧
な
概
念
で
あ
る

最
密
接
関
係
地
が
例
外
的
な
連
結
点
に
格
下
げ
さ
れ
た
（
四
条
三
項
）
こ
と
に
よ
り
、
予
測
可
能
性
・
確
実
性
が
高
ま
っ
た
。
ま
た
、
特
別

連
結
の
対
象
と
な
る
絶
対
的
強
行
法
規
の
定
義
が
明
文
化
さ
れ
た
（
九
条
�
項
）
こ
と
か
ら
、
予
測
可
能
性
・
確
実
性
は
高
ま
っ
た
。
第
三

国
の
絶
対
的
強
行
法
規
に
つ
い
て
は
、
特
別
連
結
の
対
象
と
な
る
も
の
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
た
（
九
条
三
項
）
こ
と
か
ら
、
ロ
ー
マ
条
約
で

留
保
宣
言
を
し
て
い
な
か
っ
た
国
に
と
っ
て
は
、
予
測
可
能
性
・
確
実
性
が
高
ま
っ
た
。

　
（
４
）　

規
定
の
簡
明
さ

　

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
は
、
全
般
に
わ
た
っ
て
、
ロ
ー
マ
条
約
と
比
べ
て
精
緻
に
な
っ
た
反
面
、
簡
明
さ
は
低
下
し
た
。
同
規
則
の
理
解
を
特
に

困
難
に
さ
せ
て
い
る
の
は
、
他
の
共
同
体
立
法
を
参
照
す
る
規
定
で
あ
る
。
例
え
ば
、
多
方
向
シ
ス
テ
ム）
１２７
（

に
お
け
る
金
融
商
品
の
売
買
契
約

（
四
条
�
項
ｈ
号
）、
パ
ッ
ク
旅
行
（
六
条
四
項
ｂ
号
）、
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
（
六
条
四
項
ｃ
号
）、
金
融
商
品
（
六
条
四
項
ｄ
号
、
前
文
三
〇
項

参
照
）、
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
六
条
四
項
ｄ
号
、
前
文
二
六
項
参
照
）
の
概
念
は
、
他
の
共
同
体
立
法
を
理
解
し
な
け
れ
ば
正
確
に
把
握
で
き

な
い
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
条
約
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
現
象
で
あ
り
、
古
典
的
な
国
際
私
法
立
法
が
各
国
の
法
の
相
違

を
超
越
し
た
柔
軟
な
概
念
を
単
位
法
律
関
係
と
し
て
簡
明
さ
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

二
六
八
五
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九　

お
わ
り
に

　

国
際
私
法
を
国
際
的
に
統
�
で
き
れ
ば
、
国
際
的
に
不
整
合
な
法
律
関
係
の
発
生
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
諸
国
の
法
を
調
和
さ
せ

る
要
請
は
、
実
質
法
以
上
に
国
際
私
法
に
お
い
て
強
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

我
が
国
の
﹁
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
﹂
の
制
定
過
程
で
は
、
ロ
ー
マ
条
約
の
規
定
が
参
考
に
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
当
事
者
の
法
選
択

が
な
い
場
合
に
、
契
約
の
最
密
接
関
係
地
法
を
準
拠
法
と
し
（
八
条
�
項
）、
特
徴
的
給
付
理
論
で
最
密
接
関
係
地
法
を
推
定
す
る
（
八
条

二
項
）
と
い
う
ル
ー
ル
は
ロ
ー
マ
条
約
（
四
条
�
項
、
二
項
、
五
項
）
を
基
本
的
に
踏
襲
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る）
１２８
（

。
同
法
の
制
定
過
程
で

は
、
ロ
ー
マ
条
約
の
改
正
作
業
の
進
行
に
つ
い
て
は
意
識
さ
れ
て
い
た
が
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
二
〇
〇
五
年
の
委
員
会
提
案
は
法
制
審
議
会

の
国
際
私
法
部
会
終
了
後
の
二
〇
〇
五
年
�
二
月
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
の
変
遷
を
経
て
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
は
ロ
ー
マ
条
約
に
数
多
く
の
変

更
を
加
え
て
採
択
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
本
稿
で
検
討
し
た
と
お
り
、
当
事
者
の
法
選
択
が
な
い
場
合
、
最
密
接
関
係
地
は
例
外
的
・
補
充
的

な
連
結
点
に
降
格
し
、
基
本
的
に
は
、
�
定
の
契
約
類
型
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
設
定
さ
れ
た
連
結
点
に
よ
っ
て
準
拠
法
が
決
定
さ
れ
（
�

項
）、
そ
の
他
の
契
約
に
つ
い
て
は
特
徴
的
給
付
理
論
に
よ
っ
て
準
拠
法
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
二
項
）。
結
果
的
に
、
日
本
の
国

際
私
法
は
、
Ｅ
Ｕ
の
国
際
私
法
に
�
旦
は
接
近
し
た
も
の
の
、
程
無
く
し
て
溝
が
開
い
て
し
ま
っ
た）
１２９
（

。

　

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
制
定
過
程
で
は
、
域
外
諸
国
の
国
際
私
法
に
対
す
る
関
心
は
稀
薄
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
制
定
過
程
で
作
成
さ
れ
た
理

事
会
の
文
書
は
�
〇
〇
近
く
に
上
る
が
、
そ
の
中
で
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
ス
イ
ス
の
法
を
明
示
に
参
照
し
た
形
跡
は
な
い）
１３０
（

。
管
見
の
及
ぶ
限

り
、
域
外
諸
国
の
法
と
の
調
和
へ
の
配
慮
を
明
示
す
る
唯
�
の
文
書
は
、
議
会
の
法
務
委
員
会
の
報
告
書
草
案
で
あ
り
、
当
事
者
に
よ
る
法

選
択
の
な
い
場
合
の
準
拠
法
決
定
に
関
し
、
�
定
の
契
約
類
型
に
つ
い
て
具
体
的
に
設
定
さ
れ
た
連
結
点
や
特
徴
的
給
付
理
論
に
よ
っ
て
指

定
さ
れ
た
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
他
の
地
が
あ
る
場
合
に
も
、
最
密
接
関
係
地
法
に
よ
る
こ
と
と
し
な
い
と
す
る
二
〇
〇
五
年
の

二
六
八
六
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五

委
員
会
提
案
に
対
し
て
反
対
し
、
そ
の
よ
う
な
立
場
は
、
域
外
の
国
々
の
国
際
私
法
と
乖
離
す
る
こ
と
に
な
り
、
世
界
的
な
国
際
私
法
の
調

和
の
観
点
か
ら
望
ま
し
く
な
い
と
述
べ
て
い
る）
１３１
（

。
債
権
譲
渡
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
に
つ
い
て
の
委
員
会
報
告
書
を
作
成（
二
七
条
二
項
）

す
る
た
め
の
基
礎
研
究
委
託
に
当
た
っ
て
の
入
札
公
告）
１３２
（

に
お
い
て
も
、
研
究
内
容
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
法
制
度
の
調
査
に
つ
い

て
は
構
成
国
の
も
の
の
み
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
内
向
き
の
視
点
の
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
様
々
な
改
正
点
に
つ
い
て
多
く
の
構
成
国
間
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る

困
難
が
大
き
く
、
域
外
諸
国
の
国
際
私
法
と
の
調
和
に
ま
で
配
慮
す
る
余
裕
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
。
加
え
て
、
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
の
下
で
、
国
際
私
法
の
調
和
は
域
内
市
場
の
適
正
な
機
能
に
必
要
な
限
り
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た）
１３３
（

こ
と
が
理
論
的
に
は
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
前
文
六
項
も
、
域
内
市
場
の
適
正
な
機
能
の
た
め
に
は
、
構
成
国

の
ど
の
裁
判
所
に
事
件
が
持
ち
込
ま
れ
て
も
同
じ
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
文
四
項
も
、
国
際

私
法
規
則
の
統
�
を
構
成
国
間
で
の
判
決
相
互
承
認
の
促
進
の
�
つ
の
方
策
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る）
１３４
（

。
も
う
�
つ
の
原
因
は
、
域
外
諸
国

の
側
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
、
欧
州
議
会
法
務
委
員
会
事
務
局
（Secretariat of the C

om
m

ittee on L
egal A

ffairs

）
の
責
任

者
で
あ
っ
たR

obert B
ray

氏
に
よ
る
と）
１３５
（

、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
を
域
外
国
の
法
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
関
心
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
�
端

は
、
欧
州
議
会
議
員
に
接
触
す
る
域
外
国
の
研
究
者
や
利
益
団
体
が
同
氏
の
知
る
限
り
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、

R
om

e 

Ⅱ

の
制
定
過
程
で
は
、
そ
の
よ
う
な
接
触
が
あ
り
、
域
外
諸
国
の
研
究
者
と
の
セ
ミ
ナ
ー
が
欧
州
議
会
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た）
１３６
（

と
の

こ
と
で
あ
る
。
今
後
、
我
が
国
の
声
も
Ｅ
Ｕ
の
立
法
過
程
に
届
け
る
よ
う
努
め
て
み
る
価
値
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１
）　
（2008

） O
fficial Journal L

 177 p. 6.

（
２
）　
（1980

） O
fficial Journal L

 266 p. 1.

（
３
）　

拙
稿
﹁
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
（
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
）―

 

四
つ
の
視
点
か
ら
の
ロ
ー
マ
条
約
と
の
比
較
﹂（
国
際
私
法
年
報
�
三
号
（
二

二
六
八
七
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志
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三
六

契
約
債
務
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準
拠
法
に
関
す
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欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
（
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
）

〇
�
�
年
）
掲
載
予
定
）
で
は
、
契
約
の
準
拠
法
決
定
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
視
点
と
し
て
、
当
事
者
自
治
と
強
行
法
規
に
よ
る
制
約
、
弱
者
保
護
の
た
め
の
契
約
類
型
別
の

特
則
、
法
的
予
測
可
能
性
・
確
実
性
、
規
定
の
簡
明
性
を
選
び
、
こ
の
四
つ
の
視
点
に
関
連
す
る
論
点
に
絞
っ
て
ロ
ー
マ
条
約
と
の
比
較
を
行
っ
た
が
、
本
稿
で
は
よ
り
幅
広

い
論
点
を
検
討
す
る
。

（
４
）　C

om
m

ittee on
 L

egal A
ffairs of th

e E
u

rop
ean

 P
arliam

en
t 

（R
ap

p
orteu

r: C
ristian

 D
u

m
itrescu

） “R
ep

ort on
 th

e p
rop

osal for a regu
lation

 of th
e 

E
u

rop
ean

 P
arliam

en
t an

d
 of th

e C
ou

n
cil on

 th
e law

 ap
p

licable to con
tractu

al obligation
s （R

om
e I

）” A6-0450/2007 （2007年
11月
21日

） p. 42.

（
５
）　

構
成
国
ご
と
の
批
准
手
続
が
不
要
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
指
摘
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

（
６
）　

ロ
ー
マ
条
約
は
�
九
八
〇
年
に
採
択
さ
れ
て
以
来
、
共
同
体
へ
の
新
た
な
加
入
国
が
あ
る
た
び
に
数
度
に
わ
た
っ
て
改
正
さ
れ
て
き
た
。

（
７
）　
（2001

） O
fficial Journal L

 12 p. 1.

（
８
）　F

irst P
rotocol on the interpretation by the C

ourt of Justice of the E
uropean C

om
m

unities of the C
onvention on the law

 applicable to contractual 

obligations （（1989

） O
fficial Journal L

 48 p. 1

）

（
９
）　

欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
（T

reaty on the F
unctioning of the E

uropean U
nion

）
二
六
七
条
参
照
。

（
10
）　

先
行
判
決
の
申
立
権
限
を
最
終
審
裁
判
所
に
限
定
し
て
い
た
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
（T

reaty E
stablishing the E

uropean C
om

m
unity

）
六
八
条
は
、
欧
州
連
合
条

約
及
び
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
を
修
正
す
る
リ
ス
ボ
ン
条
約
（T

reaty of L
isbon am

ending the T
reaty on E

uropean U
nion and the T

reaty establishing the 

E
uropean C

om
m

unity

）
二
条
六
七
項
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。

（
11
）　M

ario G
iuliano and P

aul L
agarde, “R

eport on the C
onvention on the law

 applicable to contractual obligations” （1980

） O
fficial Journal C

 282 p. 1.

（
12
）　e.g. P

eter A
rnt N

ielsen “T
he R

om
e I R

egulation and C
ontracts of C

arriage” in F
ranco F

errari and Stefan L
eible （eds

）, R
om

e I R
egu

la
tion

: T
h

e 

L
a

w
 A

p
p

lica
ble to C

on
tra

ctu
a

l O
bliga

tion
s in

 E
u

rop
e （2009

） pp. 99, 100.

（
13
）　e.g. P

aul L
agarde et A

line Tenenbaum
 « D

e la convention de R
om

e au règlem
ent  R

om
e I » R

evue critique de droit international privé 2008 p. 

727, para. 3.

（
14
）  E

u
rop

ean
 P

arliam
en

t, C
ou

n
cil, C

om
m

ission
, “In

terin
stitu

tion
al A

greem
en

t on
 com

m
on

 gu
id

elin
es for th

e qu
ality of d

raftin
g of C

om
m

u
n

ity 

legislation
” （1999/C

 73/01

） （1998年
12月
22日

） para. 10.

（
15
）　C

om
m

ission, “P
roposal for a R

egulation of the E
uropean P

arliam
ent and the C

ouncil on the law
 applicable to contractual obligations （R

om
e I

）” 

C
O

M

（2005

） 650 final （2005年
12月
15日

） 3条
2項

。

二
六
八
八
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Ⅰ
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六
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三
七

（
16
）　Ibid

., p. 5.
（
17
）　C

om
m

ission, “G
reen P

aper on the conversion of the R
om

e C
onvention of 1980 on the law

 applicable to contractual obligations into a C
om

m
unity 

instrum
ent and its m

odernization” C
O

M

（2002

） 654 final （2003年
1月
14日

） para. 3.2.3.

（
18
）　R

ichard P
lender and M

ichael W
ilderspin, T

he E
uropean P

rivate International L
aw

 of O
bligations （3d ed. 2009

） para. 6.012.

（
19
）　H

elm
ut H

eiss “P
arty A

utonom
y” in F

ranco F
errari and Stefan L

eible （eds

）, R
om

e I R
egu

la
tion

: T
h

e L
a

w
 A

p
p

lica
ble to C

on
tra

ctu
a

l O
bliga

tion
s 

in
 E

u
rop

e （2009
） p. 10.

（
20
）　L

agarde et Tenenbaum
, su

p
ra

 note 13, para. 9.

（
21
）　Sophie L

em
aire « Interrogations sur la portée juridique du préam

bule du règlem
ent R

om
e I » R

ecueil D
alloz 2008 p. 2157 para. 6.

（
22
）　H

eiss, su
p

ra
 note 19, p. 12.

（
23
）　

可
能
性
と
し
て
は
未
知
で
あ
る
が
、
共
通
枠
草
案
（Study G

roup on a E
uropean C

ivil C
ode and the R

esearch G
roup on E

C
 P

rivate L
aw

, P
rin

cip
les, 

D
efi

n
ition

s a
n

d
 M

od
el R

u
les of E

u
rop

ea
n

 P
riva

te L
a

w
: D

ra
ft C

om
m

on
 F

ra
m

e of R
eferen

ce 

（2009

））
が
採
択
の
候
補
と
な
ろ
う
（E

uropean 

P
arliam

ent resolution of 3 Septem
ber 2008 on the com

m
on fram

e of reference for E
uropean contract law

, P6_T
A

（2008

）0397

参
照
）。

（
24
）　

本
稿
に
お
け
る
和
訳
は
、
英
語
版
及
び
フ
ラ
ン
ス
語
版
を
参
照
し
て
行
っ
た
。

（
25
）　C

om
m

ission, su
p

ra
 note 17, para. 3.2.4.1.

（
26
）　

原
文
は
、“T

he choice m
ust be 

⋮ dem
onstrated w

ith reasonable certainty 

⋮.”

（
27
）　

原
文
は
、“T

he choice shall be 

⋮ clearly dem
onstrated 

⋮.”

（
28
）　

原
文
は
、 « L

e choix ... résulte de façon certaine ...». 

ロ
ー
マ
条
約
で
は
、« C

e choix doit ... résulter de façon certaine ... » （
選
択
は
確
実
に
導
か
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
）
と
な
っ
て
い
た
。

（
29
）　

ド
イ
ツ
語
版
、
イ
タ
リ
ア
語
版
も
同
様
に
変
更
さ
れ
た
（L

agarde et Tenenbaum
, su

p
ra

 note 13, para. 8

）。

（
30
）　

二
〇
〇
五
年
委
員
会
提
案
の
三
条
�
項
で
は
、
構
成
国
裁
判
所
の
専
属
管
轄
合
意
が
あ
れ
ば
合
意
管
轄
地
法
の
選
択
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
と
し
て
い
た
。

（
31
）　C

om
m

ission, su
p

ra
 note 15, p. 5; H

eiss, su
p

ra
 note 19, p. 4.

（
32
）　P

ascale D
eum

ier et Jean-B
aptiste R

acine « R
èglem

ent R
om

e I : le m
ariage entre la logique com

m
unautaire et la logique conflictuelle » R

evue 

des contrats, 1 octobre 2008 n

° 4, p. 1309.

二
六
八
九
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（
33
）　

例
え
ば
、不
動
産
上
の
物
権
又
は
賃
借
権
に
関
す
る
契
約
（
ｃ
号
）、競
り
売
買
の
契
約
（
ｇ
号
）、多
方
向
シ
ス
テ
ム
（
取
引
所
な
ど
）
に
お
け
る
金
融
商
品
の
売
買
契
約
（
ｈ

号
）
は
、
特
徴
的
給
付
理
論
に
よ
ら
な
い
連
結
点
の
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
銀
行
の
融
資
契
約
や
手
形
割
引
契
約
も
、
特
徴
的
給
付
理
論
の
適
用
結
果
が
不
明
確
な
の
で
、
具

体
的
な
連
結
点
を
設
定
す
る
と
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
34
）　e.g. M

arie-E
lodie A

ncel, “T
he R

om
e I R

egulation and D
istribution C

ontracts” （2008

） 10 Yearbook of P
rivate International L

aw
 p. 227; M

atthias 

L
eh

m
an

n
 “F

in
an

cial In
stru

m
en

ts” in
 F

ran
co F

errari an
d

 S
tefan

 L
eib

le 

（ed
s.

）, R
om

e I R
egu

la
tion

: T
h

e L
a

w
 A

p
p

lica
ble to C

on
tra

ctu
a

l 

O
bliga

tion
s in

 E
u

rop
e （2009

） p. 89, fn. 16

も
同
旨
。

（
35
）　

条
文
の
目
的
と
構
造
が
異
な
る
た
め
に
、
ｂ
号
に
言
う
役
務
が
、
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
五
〇
条
に
言
う
役
務
と
も
付
加
価
値
税
指
令
（D

irective 2006/112/E
C

）
に
言

う
役
務
と
も
意
味
が
異
な
る
こ
と
を
判
示
す
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
、F

alco P
rivatstiftung and R

abitsch, C
ase C

-533/07 [2009] E
C

R
 I-3327 paras. 34-40

が
あ
る
。

（
36
）　C

ar T
rim

 G
m

bH
 v. K

eySafety System
s Srl C

ase C
-381/08 （

二
〇
�
〇
年
二
月
二
五
日
） para. 32.

（
37
）　C

ar T
rim

 G
m

bH
 v. K

eySafety System
s Srl, C

ase C
-381/08 （

二
〇
�
〇
年
二
月
二
五
日
）.

（
38
）　L

ehm
ann, su

p
ra

 note 34, p. 89, fn. 16
は
、
金
融
商
品
の
取
次
商
と
顧
客
間
の
売
買
は
、
本
号
の
売
買
契
約
に
該
当
す
る
と
の
解
釈
を
と
る
。

（
39
）　F

alco P
rivatstiftung and T

hom
as R

abitsch v G
isela W

eller-L
indhorst, C

ase C
-533/07, [2009] E

C
R

 I-3327 （
二
〇
〇
九
年
四
月
二
三
日
）.

（
40
）　C

ar T
rim

 G
m

bH
 v. K

eySafety System
s Srl, C

ase C
-381/08, M

azák

法
務
官
意
見
（
二
〇
〇
九
年
九
月
二
四
日
） para. 19.

（
41
）  W

ood F
loor Solutions A

ndreas D
om

berger G
m

bH
 v Silva T

rade SA
, C

ase C
-19/09 

（
二
〇
�
〇
年
三
月
�
�
日
）. 

な
お
、P

eter R
ehder v A

ir B
altic 

C
orporation, C

ase C
-204/08 [2009] E

C
R

 I-6073 

（
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
）
で
は
、
旅
客
航
空
運
送
契
約
が
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
五
条
の
役
務
提
供
契
約
で
あ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
で
は
、
五
条
二
項
の
旅
客
運
送
契
約
の
特
則
の
適
用
を
受
け
る
の
で
、
四
条
�
項
ｂ
号
の
役
務
提
供
契
約
に
は
当
た
ら
な
い
。

（
42
）　A

ncel, su
p

ra
 note 34, p. 225

に
よ
る
と
、
判
例
は
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
を
特
徴
的
給
付
者
と
し
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
販
売
店
を
特
徴
的
給
付
者
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

（
43
）　L

aura G
arcía G

utiérrez, “F
ranchise C

ontracts and the R
om

e I R
egulation on the L

aw
 A

pplicable to International C
ontracts” 10 （2008

） Yearbook 

of P
rivate International L

aw
 235.

（
44
）　Ibid

. p. 238

も
同
旨
。

（
45
）　C

om
m

ission, su
p

ra
 note 15, p. 6.

二
六
九
〇
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契
約
債
務
の
準
拠
法
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す
る
欧
州
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及
び
理
事
会
規
則
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ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
六
号�

三
九

（
46
）　

こ
の
よ
う
に
、
四
条
�
項
の
列
挙
す
る
契
約
類
型
の
連
結
点
は
、
必
ず
し
も
特
徴
的
給
付
理
論
の
適
用
結
果
を
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
我
が
国
の
法
の
適
用

に
関
す
る
通
則
法
の
下
で
の
特
徴
的
給
付
理
論
に
よ
る
最
密
接
関
係
地
法
の
推
定
（
八
条
二
項
）
に
安
易
に
援
用
で
き
な
い
。

（
47
）  
競
争
法
の
適
用
と
の
関
係
で
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
を
定
義
し
た
委
員
会
規
則
が
か
つ
て
存
在
し
た
（C

om
m

ission R
egulation 

（E
E

C

） N
o 4087/88 of 30 

N
ovem

ber 1988 on the application of A
rticle 85

（3

） of the T
reaty to categories of franchise agreem

ents （1988

） O
fficial Journal L

 359/46, 1条
3項

b

号

（
�
九
九
九
年
�
二
月
三
�
日
ま
で
有
効
））。

（
48
）　

小
塚
荘
�
郎
﹃
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
論
﹄（
二
〇
〇
六
年
） 

�
〇
二
頁
参
照
。

（
49
）　A

ncel, su
p

ra
 note 34, p. 228.

（
50
）　

こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
で
は
な
く
、
単
独
の
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
指
し
て
い
る
。

（
51
）　U

lrich M
agnus, “A

rticle 4 R
om

e I R
egulation: T

he A
pplicable L

aw
 in the A

bsence of C
hoice” in F

ranco F
errari and Stefan L

eible （eds

）, R
om

e I 

R
egu

la
tion

: T
h

e L
a

w
 A

p
p

lica
ble to C

on
tra

ctu
a

l O
bliga

tion
s in

 E
u

rop
e （2009

） p. 45.

（
52
）　G

iuliano et L
agarde, su

p
ra

 note 11, p. 20.

（
53
）　P

aul Torrem
ans, “Licences and A

ssignm
ents of Intellectual P

roperty R
ights under the R

om
e I R

egulation” （2008

） Journal of P
rivate International Law

 

p. 403

も
同
旨
。cf. Yuko N

ishitani, “C
ontracts C

oncerning Intellectual P
roperty R

ights” in F
ranco F

errari and Stefan Leible （eds

）, R
om

e I R
egu

lation
: 

T
h

e L
aw

 A
p

p
licable to C

on
tractu

al O
bligation

s in
 E

u
rop

e （2009

） p. 68

は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
は
、
細
分
化
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
特
徴
的
給
付
者
は
ラ
イ
セ
ン

サ
ー
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
と
す
る
。

（
54
）　O

le L
ando and P

eter A
rnt N

ielsen, “T
he R

om
e I R

egulation” 45 （2008

） Com
m

on M
arket L

aw
 R

eview
 1703

も
同
旨
。

（
55
）　M

agnus, su
p

ra
 note 51, p. 46.

（
56
）　C

om
m

ission, su
p

ra
 note 17, para. 3.2.5.2; N

ishitani, su
p

ra
 note 53, p. 56.

（
57
）　Intercontainer Interfrigo SC

 （IC
F

） v B
alkenende O

osthuizen B
V

 and M
IC

 O
perations B

V, C
ase C

-133/08 [2009] E
C

R
 I-9687. 

本
事
件
で
は
、
オ
ラ
ン

ダ
最
高
裁
に
よ
っ
て
、
推
定
さ
れ
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
れ
ば
足
り
る
か
、
そ
れ
と
も
、
推
定
さ
れ
る
地
が
真
正
な
関
係
性
を
欠
く
こ
と
が
必
要
か
と
い
う
問
い
が
立

て
ら
れ
（P

ara. 5

）、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
中
間
的
な
答
え
を
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
（P

ascale D
eum

ier, Jean-B
aptiste R

acine et É
douard T

reppoz « 

O
bjectifs, techniques et conditions d'application des différents paragraphes de l'article 4 de la C

onvention de R
om

e du 19 juin 1980 » R
evue des 

contrats, 1 avril 2010 n

° 2, p. 701

も
同
旨
）。

二
六
九
�
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四
〇

契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
（
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
）

（
58
）　C

om
m

ission, su
p

ra
 note 15, p. 5.

（
59
）　

欧
州
経
済
社
会
委
員
会
（E

uropean E
conom

ic and Social C
om

m
ittee

） “O
pinion on the P

roposal for a R
egulation of the E

uropean P
arliam

ent and of 

the C
ouncil on the law

 applicable to contractual obligations （R
om

e I

）” C
E

S1153/2006 （
二
〇
〇
六
年
九
月
�
三
日
） para. 3.2.4 （
本
意
見
は
理
事
会
の
諮
問

を
受
け
た
答
申
で
あ
る
）; C

om
m

ittee on L
egal A

ffairs of the E
uropean P

arliam
ent 

（R
apporteur: M

aria B
erger

）, “D
raft R

eport on the proposal for a 

regulation of the E
uropean P

arliam
ent and of the C

ouncil on the law
 applicable to contractual obligations （R

om
e I

）” 2005/0261

（C
O

D

） （
二
〇
〇
六

年
八
月
二
二
日
） p. 8.

（
60
）　

我
が
国
の
法
適
用
通
則
法
は
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
な
い
場
合
、
契
約
の
最
密
接
関
係
地
法
が
準
拠
法
に
な
る
と
し
つ
つ
（
八
条
�
項
）、
特
徴
的
給
付
理
論
に
よ
っ

て
最
密
接
関
係
地
法
を
推
定
す
る
（
八
条
二
項
）。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
推
定
が
破
ら
れ
る
か
は
条
文
上
明
ら
か
で
な
い
が
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
と
同
様
、
明
ら
か
に
よ
り
密
接

な
関
係
が
あ
る
地
が
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
に
限
定
す
る
解
釈
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
法
適
用
通
則
法
は
、
事
務
管
理
及
び
不
当
利
得
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
な
連
結
点
を

設
定
し
た
上
で（
�
四
条
）、明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
と
き
に
当
該
地
の
法
を
準
拠
法
と
す
る（
�
五
条
）。
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る（
�

七
条
、
�
八
条
、
�
九
条
、
二
〇
条
）。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
な
連
結
点
が
別
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
場
合
に
例
外
を
認

め
て
い
る
の
で
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
四
条
と
同
じ
条
文
構
造
と
な
っ
て
い
る
上
、﹁
明
ら
か
に
﹂
と
の
文
言
が
条
文
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
に
つ
い
て
は
、

条
文
構
造
が
異
な
る
上
、﹁
明
ら
か
に
﹂
と
の
文
言
も
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
同
様
の
解
釈
は
困
難
で
あ
る
。
同
様
の
解
釈
を
と
る
た
め
に
は
、
契
約
の
準
拠
法
決
定
の
予

測
可
能
性
・
安
定
性
の
要
請
を
強
調
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
61
）　M

agnus, su
p

ra
 note 51, p. 49.

（
62
）　Ibid

. p. 49

も
同
旨
。

（
63
）　Torrem

ans, su
p

ra
 note 53, p. 403

も
同
旨
。

（
64
）　G

iuliano and L
agarde, su

p
ra

 note 11 p. 23

は
、
裁
判
所
は
分
割
を
認
め
る
こ
と
は
、
で
き
る
だ
け
稀
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
本

報
告
書
を
引
用
し
（para. 43

）、
分
割
指
定
は
契
約
の
構
成
部
分
が
独
立
し
て
い
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
た
（Intercontainer Interfrigo SC

 

（IC
F

） v 

B
alkenende O

osthuizen B
V

 and M
IC

 O
perations B

V, C
ase C

-133/08 [2009] E
C

R
 I-9687

）。

（
65
）　M

agnus, su
p

ra
 note 51, p. 31.

こ
れ
に
対
し
て
、F

ranco F
errari, « Q

uelques rem
arques sur le droit applicable aux obligations contractuelles en 

l'absence de choix des parties : art. 4 du règlem
ent R

om
e I » R

evue critique de droit international privé 2009 p. 459

は
、
そ
の
解
釈
に
傾
き
つ
つ
も
、
将

来
の
判
例
を
静
観
す
る
立
場
を
と
る
。

二
六
九
二
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マ
Ⅰ
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六
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巻
六
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四
�

（
66
）　

こ
の
点
、
当
事
者
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
法
と
消
費
者
の
常
居
所
地
法
を
当
該
事
案
に
適
用
し
た
結
果
の
優
遇
比
較
を
行
い
、
よ
り
消
費
者
の
保
護
に
厚
い
法
を
適
用
す
る
も

の
で
あ
る
と
の
理
解
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
我
が
国
で
は
多
い
が
（
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
﹁
国
際
私
法
の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
補
足
説
明
﹂（
平
成
�
七
年
三

月
二
九
日
） 

四
〇
頁
な
ど
）、
優
遇
比
較
と
い
っ
た
困
難
な
作
業
は
必
要
で
は
な
く
、
単
純
に
当
事
者
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
法
と
消
費
者
の
常
居
所
地
の
強
行
法
規
の
双
方
で
用

意
さ
れ
て
い
る
保
護
を
消
費
者
は
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

（
67
）　C

om
m

ission, su
p

ra
 note 15, A

rticle 5

（1

）. 

ス
イ
ス
連
邦
国
際
私
法
の
消
費
者
契
約
の
特
則
も
、
適
用
範
囲
は
異
な
る
が
、
同
じ
連
結
政
策
を
と
る
（
�
二
〇
条
）。

（
68
）　C

om
m

ission, su
p

ra
 note 15, p. 6.

（
69
）　E

uropean P
arliam

ent D
ebates, C

R
E

 29/11/2007–5 （2007年
11月
29日

） Cristian D
um

itrescu （rapporteur

）
発
言
。

（
70
）　E

uropean E
conom

ic and Social C
om

m
ittee, su

p
ra

 note 59, para. 3.3.1

は
、
当
事
者
自
治
は
消
費
者
も
利
す
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
点
が
正
し
く
認
識
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
71
）　

二
〇
〇
五
年
の
委
員
会
提
案
の
提
案
説
明
で
も
こ
の
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
（C

om
m

ission, su
p

ra
 note 15, p. 6

）。

（
72
）　M

ichael W
ilderspin « L

e R
èglem

ent R
om

e I: la com
m

unautarisation et la m
odernisation de la C

onvention de R
om

e » in E
leanor C

ashin R
itaine et 

A
ndrea B

onom
i （eds.

） Le n
ou

vea
u

 règlem
en

t eu
rop

éen
 ‘R

om
e I’ rela

tif à
 la

 loi a
p

p
lica

ble a
u

x
 obliga

tion
s con

tra
ctu

elles （2009

） para. 2.5.

（
73
）  P

eter M
an

kow
ski “C

on
su

m
er C

on
tracts u

n
d

er A
rticle 6 of th

e R
om

e I R
egu

lation
” in

 E
lean

or C
ash

in
 R

itain
e et A

n
d

rea B
on

om
i （ed

s.

） L
e 

n
ou

vea
u

 règlem
en

t eu
rop

éen
 ‘R

om
e I’ rela

tif à
 la

 loi a
p

p
lica

ble a
u

x
 obliga

tion
s con

tra
ctu

elles （2009

） para. 7.

（
74
）　Ibid

, p. 157.

（
75
）　

最
終
改
訂
版
は
、（1998

） O
fficial Journal C

 27 p. 1.

（
76
）　

こ
の
考
え
方
は
説
得
的
で
な
い
。
次
の
段
落
で
見
る
と
お
り
、
電
子
商
取
引
と
の
関
係
で
は
、
代
わ
っ
て
採
用
さ
れ
た
﹁
事
業
者
が
消
費
者
の
常
居
所
地
国
に
事
業
活
動
を

振
り
向
け
て
い
る
﹂
と
い
う
適
用
基
準
の
方
が
よ
り
明
確
性
に
欠
け
、
欧
州
司
法
裁
判
所
も
そ
の
明
確
化
に
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
。

（
77
）　C

om
m

ission, su
p

ra
 note 17, para. 3.2.7.3.

（
78
）　

我
が
国
の
法
適
用
通
則
法
の
消
費
者
契
約
の
特
則
（
�
�
条
）
は
、
こ
の
よ
う
な
基
準
を
設
け
て
お
ら
ず
、
契
約
締
結
に
至
る
ま
で
の
消
費
者
の
行
為
地
に
着
目
す
る
基
準

を
適
用
除
外
事
由
（
六
項
）
の
�
つ
と
し
て
採
用
し
て
い
る
の
で
、
適
用
基
準
が
大
き
く
異
な
る
。

（
79
）　Joined cases C

-585/08 and C
-144/09 （

二
〇
�
〇
年
�
二
月
七
日
）.

（
80
）　P

ara. 83.

二
六
九
三
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（
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
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（
81
）　

こ
れ
は
当
該
契
約
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
活
動
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
同
判
決
は
、
海
外
旅
行
を
手
配
す
る
契
約
を
例
と
し
て
用
い
、
外
国
に
事
業
活
動
を
振
り
向
け

て
い
な
い
事
業
者
で
あ
っ
て
も
、
自
国
の
消
費
者
と
そ
の
よ
う
な
内
容
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
あ
り
う
る
の
で
、
活
動
の
国
際
性
自
体
は
外
国
に
事
業
活
動
を
振
り
向
け
て
い

る
決
定
的
な
証
拠
と
な
り
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
（para. 90

）
か
ら
で
あ
る
。

（
82
）　P

ara. 83.

（
83
）　

こ
の
判
旨
を
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
に
、e.g. M

arie-E
ve P

ancrazi, “D
'utiles précisions sur les critères d'appréciation de la « direction d'une activité » 

vers un E
tat m

em
bre” R

ecueil D
alloz 2011 p. 990. 

（
84
）　

特
に
日
本
法
と
の
比
較
で
は
、
電
子
商
取
引
に
対
す
る
消
費
者
契
約
の
特
則
の
適
用
可
能
性
が
基
本
的
な
点
で
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
我
が
国
の
法
適
用
通
則

法
の
消
費
者
契
約
の
特
則
（
�
�
条
）
は
、
消
費
者
が
そ
の
常
居
所
地
国
か
ら
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
消
費
者
契
約
を
締
結
す
れ
ば
、
六
項
の
適
用
除
外

事
由
に
該
当
し
な
い
限
り
適
用
さ
れ
る
。

（
85
）　L

agarde et Tenenbaum
, su

p
ra

 note 13, para. 16

は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
第
二
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
六
条
�
項
は
同
�
の
表
現
（“dans le cadre de”

）
を
用
い
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
こ
の
解
釈
を
と
る
。

（
86
）　

条
文
で
は
な
く
前
文
に
記
載
さ
れ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、L

agarde et Tenenbaum
, su

p
ra

 note 13, para. 18

は
、
内
容
に
つ
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
な

か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
条
文
の
簡
明
さ
を
保
つ
た
め
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

（
87
）　L

one H
ansen, “A

pplicable E
m

ploym
ent L

aw
 after R

om
e I – T

he D
raft R

om
e I R

egulation and its Im
portance for E

m
ploym

ent C
ontracts” [2008] 

E
uropean B

usiness L
aw

 R
eview

 769. 

但
し
、
ロ
ー
マ
条
約
の
下
で
は
、
常
習
的
な
労
務
提
供
地
法
と
し
て
で
な
く
と
も
、
最
密
接
関
係
地
法
と
し
て
（
六
条
二
項
後
段
）、

元
の
労
務
提
供
地
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
（C

om
m

ission, su
p

ra
 note 17, fn. 78

も
同
旨
）。

（
88
）　H

ansen, su
p

ra
 note 87, p. 769

も
同
旨
。
欧
州
議
会
の
報
告
書
草
案
で
は
、
�
年
を
超
え
る
赴
任
の
場
合
に
�
時
的
で
な
い
と
の
推
定
を
し
、
二
年
を
超
え
る
赴
任
の

場
合
に
�
時
的
で
な
い
と
み
な
す
旨
の
提
案
が
含
ま
れ
て
い
た
（C

om
m

ittee on L
egal A

ffairs of the E
uropean P

arliam
ent, su

p
ra

 note 59, p. 14

）
が
、
確
定
版

の
報
告
書
に
は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
。

（
89
）　

わ
が
国
の
法
適
用
通
則
法
で
も
暫
定
的
な
労
務
提
供
地
は
、﹁
労
務
を
提
供
す
べ
き
地
﹂（
�
二
条
二
項
）
と
は
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
出
張
・
赴
任
に
関
し
て
は
同
じ

解
釈
問
題
が
生
じ
る
。
労
務
提
供
地
法
は
最
密
接
関
係
地
法
の
推
定
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
元
の
労
務
提
供
地
国
に
戻
っ
て
労
務
の
提
供
を
再
開
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合

の
多
く
は
、
結
論
的
に
は
、
最
密
接
関
係
地
と
し
て
元
の
労
務
提
供
地
国
法
が
準
拠
法
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
え
、﹁
労
務
を
提
供
す
べ
き
地
﹂
の
意
味
の
明
確
化
は
望

ま
し
い
。

二
六
九
四
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（
90
）　M

ich
ael H

elln
er “T

h
ird

 C
ou

n
try O

verrid
in

g M
an

d
atory R

u
les in

 th
e R

om
e I R

egu
lation

: O
ld

 W
in

e in
 N

ew
 B

ottles?” [2009] Jou
rn

al of P
rivate 

In
tern

ation
al L

aw
 p

. 458.
（
91
）　C

om
m

ission, su
p

ra
 note 17, para. 3.2.8.3; H

ellner, su
p

ra
 note 90, fn. 57

参
照.

（
92
）　M

ankow
ski, su

p
ra

 note 73, para. 6.1.2

参
照
。

（
93
）  A

ndrea B
onom

i, “O
verriding M

andatory P
rovisions in the R

om
e I R

egulation on the L
aw

 A
pplicable to C

ontracts” 

（2008

） Yearbook of P
rivate 

International L
aw

 p. 293.

（
94
）　Ibid

., p. 295.

（
95
）　H

ellner, su
p

ra
 note 90, p. 460. Jonathan H

arris “M
andatory R

ules and P
ublic P

olicy under the R
om

e I R
egulation” in F

ranco F
errari and Stefan 

L
eible （eds

）, R
om

e I R
egu

la
tion

: T
h

e L
a

w
 A

p
p

lica
ble to C

on
tra

ctu
a

l O
bliga

tion
s in

 E
u

rop
e （2009

） p. 297

は
、
ほ
と
ん
ど
の
裁
判
所
は
こ
の
解
釈
を

採
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
す
る
。

（
96
）　H

ellner, su
p

ra
 note 90, p. 459

も
同
旨
。

（
97
）　G

iuliano and L
agarde, su

p
ra

 note 11 p. 28.

（
98
）　

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
末
文
は
、
本
規
則
は
そ
の
全
て
に
つ
い
て
拘
束
力
を
有
す
る
と
規
定
す
る
。

（
99
）　C

om
m

ission, su
p

ra
 note 15.

（
１００
）　F

in
an

cial M
arkets L

aw
 C

om
m

ittee （F
M

L
C

）, “Issu
e 121 – E

u
rop

ean
 C

om
m

ission
 F

in
al P

rop
osal for a R

egu
lation

 on
 th

e L
aw

 A
p

p
licable to 

C
on

tractu
al O

b
ligation

s 

（“R
O

M
E

 I”

）: L
egal assessm

en
t of th

e con
version

 of th
e R

om
e C

on
ven

tion
 to a C

om
m

u
n

ity in
stru

m
en

t an
d

 th
e 

p
rovision

s of th
e p

rop
osed

 R
om

e I R
egu

lation
s” 

（A
p

ril 2006
） para. 3. F

M
L

C

は
、
金
融
市
場
に
影
響
す
る
法
的
問
題
を
検
討
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
に
よ

っ
て
設
立
さ
れ
た
独
立
機
関
で
あ
る
。

（
１０１
）　U

K
 M

inistry of Justice, “C
onsultation P

aper: R
om

e I – Should the U
K

 O
pt In?” C

P05/08 （2008

） para. 77.

（
１０２
）　
（2007

） O
fficial Journal L

 199 p. 40.

（
１０３
）　

特
別
連
結
さ
れ
る
絶
対
的
強
行
法
規
は
、
法
廷
地
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
�
六
条
）。A

ndrew
 D

ickinson, “T
hird-C

ountry M
andatory R

ules in the L
aw

 

A
pplicable to C

ontractual O
bligations: So L

ong, F
arew

ell, A
uf W

iedersehen, A
dieu?” （2007

） 3 Journal of P
rivate International L

aw
 p. 85

は
、
第
三
国

の
絶
対
的
強
行
法
規
の
特
別
連
結
を
受
け
入
れ
る
土
壌
は
、
契
約
外
債
務
に
お
け
る
方
が
、
当
事
者
自
治
の
支
配
が
弱
く
、
統
治
利
益
の
理
論
の
影
響
が
大
き
い
た
め
に
、
契

二
六
九
五
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Ⅰ
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約
債
務
に
お
け
る
よ
り
も
整
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
１０４
）　L

ando and N
ielsen, su

p
ra

 note 54 p. 1722

は
、
非
公
刊
判
例
や
仲
裁
判
断
で
本
条
が
適
用
さ
れ
た
例
が
あ
る
可
能
性
は
否
定
し
な
い
が
、
本
条
の
適
用
さ
れ
た
判
例

は
見
当
た
ら
な
い
と
述
べ
る
。

（
１０５
）　

交
渉
経
過
は
、H

ellner, su
p

ra
 note 90, pp. 451-455

に
詳
し
い
。

（
１０６
）　U

K
 M

inistry of Justice, su
p

ra
 note 101, paras. 79-81.

（
１０７
）　

そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
と
の
理
解
に
理
事
会
の
作
業
部
会
で
は
異
論
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（H

ellner, su
p

ra
 note 90, p.461

）。

（
１０８
）　H

arris, su
p

ra
 note 95, pp. 312, 320; H

ellner, supra note 90, p. 463.

（
１０９
）　

東
京
高
判
平
成
�
二
年
二
月
九
日 （
判
時
�
七
四
九
号
�
五
七
頁
）
の
と
っ
た
手
法
で
あ
る
。

（
１１０
）　H

ellner, su
p

ra
 note 90, p. 469.

（
１１１
）　L

ando and N
ielsen, su

p
ra

 note 54, p. 1715.

（
１１２
）　H

arris, su
p

ra
 note 95, pp. 316, 317. 

（
１１３
）　H

ellner, su
p

ra
 note 90, p. 467

は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
�
九
七
七
年
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（F

oreign C
orrupt P

ractices A
ct 1977

）
を
例
に
し
て
、
同
旨
を

述
べ
る
。

（
１１４
）　H

ellner, su
p

ra
 note 90, p. 465. H

arris, su
p

ra
 note 95, p. 316

も
同
じ
結
論
を
と
る
。

（
１１５
）  

債
権
譲
渡
で
は
な
く
、
知
的
財
産
権
上
へ
の
担
保
権
設
定
に
つ
い
て
の
解
説
で
は
あ
る
が
、U

N
C

IT
R

A
L

 Secretariat “D
raft Supplem

ent to the U
N

C
IT

R
A

L
 

L
egislative G

uide on Secured T
ransactions dealing w

ith security rights in intellectual property” （A
/C

N
.9/700/A

dd.6

） para. 29

は
、
担
保
権
設
定
の
効
力

が
担
保
権
設
定
者
と
担
保
権
者
と
の
間
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
国
の
法
制
と
異
な
る
と
指
摘
す
る
。

（
１１６
）　H

endrik le V
erhagen and Sanne van D

ongen, “C
ross-border A

ssignm
ents under R

om
e I” 6 （2010

） Journal of P
rivate International L

aw
 pp. 5-8, 

12.

（
１１７
）　C

om
m

ission, su
p

ra
 note 17, paras. 3.2.13.2, 3.2.13.3.

（
１１８
）　C

om
m

ission, su
p

ra
 note 15, 

�
三
条
三
項
。

（
１１９
）　Ibid

., p. 8.

（
１２０
）　

以
下
の
交
渉
経
過
の
記
述
は
、P

aulien van der G
rinten “A

rticle 14 R
om

e I: A
 P

olitical P
erspective” in R

oel W
estrik and Jeroen van der W

eide （eds.

）, 

二
六
九
六
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六
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四
五

P
a

rty A
u

ton
om

y in
 In

tern
a

tion
a

l P
rop

erty L
a

w
 （2011

） paras. 7.5, 7.6

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
基
づ
く
。

（
１２１
）　

こ
の
案
は
、
二
重
譲
渡
の
場
合
に
優
劣
を
統
�
的
に
決
定
す
る
合
理
的
な
基
準
を
提
示
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
（T

revor H
artley, “C

hoice of L
aw

 R
egarding the 

V
oluntary A

ssignm
ent of C

ontractual O
bligations U

nder the R
om

e I R
egulation” 60 （2011

） International and C
om

parative L
aw

 Q
uarterly p. 51

も
同

旨
）。

（
１２２
）　V

an der G
rinten, su

p
ra

 note 120, para. 7.6

に
は
、
具
体
的
な
国
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
の
も
と
に
な
っ
た
学
会
報
告
に
お
い
て
、
著
者
は
、

フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
の
名
を
挙
げ
て
い
た
（C

onference on P
arty A

utonom
y in P

roperty L
aw

 （
二
〇
�
〇
年
五
月
二
七-

二
八
日
、
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
））。

（
１２３
）　H

artley,  su
p

ra
 note 121, p. 51.

（
１２４
）　Joan

n
a P

erkin
s, “A

 qu
estion

 of p
riorities: ch

oice of law
 an

d
 p

rop
rietary asp

ects of th
e assign

m
en

t of d
ebts” 

（M
ay 2008

） Law
 an

d
 F

in
an

cial 

M
arkets R

eview
 p

. 241
の
説
明
を
も
と
に
筆
者
の
理
解
を
加
え
て
ま
と
め
た
。

（
１２５
）  Joan

n
a P

erkin
s, “P

rop
rietary issu

es arisin
g from

 th
e assign

m
en

t of d
ebts: a n

ew
 ru

le?” 

（Ju
n

e 2010

） B
u

tterw
orth

s Jou
rn

al of In
tern

ation
al 

B
an

kin
g an

d
 F

in
an

cial L
aw

 p
. 335

の
説
明
を
も
と
に
筆
者
の
理
解
を
加
え
て
ま
と
め
た
。

（
１２６
）　L

e V
erhagen and van D

ongen, su
p

ra
 note 116, p. 19.

（
１２７
）　

取
引
所
や
電
子
的
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
な
ど
を
指
す
概
念
で
あ
る
（L

ehm
ann, su

p
ra

 note 34, p. 88

）

（
１２８
）　

第
�
六
四
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
平
成
�
八
年
四
月
�
八
日
に
お
い
て
、
寺
田
逸
郎
政
府
参
考
人
は
、
法
適
用
通
則
法
案
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
﹁
基
本
的
に
は
ロ
ー

マ
条
約
と
全
く
同
じ
発
想
で
で
き
て
い
る
﹂
と
答
弁
し
て
い
る
。

（
１２９
）  

消
費
者
契
約
の
特
則
と
の
関
係
で
も
概
ね
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。Yasuhiro O

kuda, “A
 Short L

ook at R
om

e I on C
ontract C

onflicts from
 a Japanese 

P
erspective” 10 

（2008

） Yearbook of P
rivate International L

aw
 302

は
、
二
〇
〇
五
年
委
員
会
草
案
及
び
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
条
文
は
、
日
本
法
と
大
き
な
隔
た
り
が

あ
り
、
日
本
の
法
学
者
達
を
驚
か
せ
た
と
記
し
て
い
る
。

（
１３０
）　

理
事
会
の
文
書
は
理
事
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
の
登
録
簿
で
検
索
可
能
で
あ
る
（http://w

w
w

.consilium
.europa.eu/docum

ents/access-to-council-docum
ents-

public-register.aspx?lang=
en

）。

（
１３１
）　C

om
m

ittee on L
egal A

ffairs of the E
uropean P

arliam
ent, su

p
ra

 note 59, p. 11.

（
１３２
）　B

-B
russels: study on the question of effectiveness of an assignm

ent or subrogation of a claim
 against third parties and the priority of the assigned or 

subrogated claim
 over a right of another person （2010/S 99-148580

）.

二
六
九
七



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
六
号�

四
六

契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
（
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
）

（
１３３
）　

六
五
条
ｂ
項
。
リ
ス
ボ
ン
条
約
二
条
�
項
に
よ
っ
て
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
が
改
名
さ
れ
て
誕
生
し
た
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
は
、
欧
州
議
会
と
理
事
会
は
、
外

国
判
決
の
相
互
承
認
の
原
則
に
基
づ
く
国
際
民
事
事
件
の
司
法
協
力
を
促
進
す
る
た
め
に
、
特
に
域
内
市
場
の
適
正
な
機
能
に
と
っ
て
必
要
な
場
合
、
国
際
私
法
規
則
の
整
合

性
を
確
保
す
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
（
八
�
条
�
項
、
二
項
ｃ
号
）、
こ
の
点
に
つ
き
変
更
は
な
い
。

（
１３４
）  F

au
sto P

ocar, “S
om

e R
em

arks on
 th

e R
elation

sh
ip

 betw
een

 th
e R

om
e I an

d
 th

e B
ru

ssels I R
egu

lation
s” in

 F
ran

co F
errari an

d
 S

tefan
 L

eible 

（eds

）, R
om

e I R
egu

la
tion

: T
h

e L
a

w
 A

p
p

lica
ble to C

on
tra

ctu
a

l O
bliga

tion
s in

 E
u

rop
e （2009

） p. 344

も
、
準
拠
法
決
定
規
則
の
統
�
が
外
国
判
決
承
認

の
促
進
の
手
段
と
し
て
副
次
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。

（
１３５
）　

筆
者
に
対
す
る
私
信
を
同
氏
の
許
可
を
得
て
紹
介
す
る
。

（
１３６
）　

ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
の
専
門
家
を
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
招
い
た
セ
ミ
ナ
ー
が
欧
州
議
会
の
法
務
委
員
会
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
五
年
三
月
�
四
日
）。

二
六
九
八




